
備 考

　２３条第１項」とすること。

福岡県久留米市旭町
67番地

福岡県久留米市
東櫛原町777-1

福岡県久留米市旭町
67番地

学士（医療検査
学）

保健衛生学関係（看護学
関係及びリハビリテー

ション関係以外）

　　年　月
第　年次

平成１４年４月
　　第１年次

平成１４年４月
　　第１年次

　医学科 6 114
(110)

- 664
(660)

平成６年４月
　　第１年次

平成１４年４月
　　第１年次

学士（医学） 医学

令和7年4月
第1年次

3年次
2

3年次
2

632

404

157

100

医学部

商学部

商学科 4 250 -

4

4

224

70

3年次
4

-

904

280

学士（法学）

学士（法学）

経済学部

経済学科

文化経済学科

4

4

350

218

428

210

学士（心理学）

学士（社会学）

学士（文学）

学士（社会福祉
学）

3年次
2

3年次
1

4

4

3年次
1

3年次
1

学士（経済学）

学士（経済学）

文学関係

社会学・社会福
祉学関係

文学関係

社会学・社会福
祉学関係

平成４年４月
　　第１年次

平成１２年４月
　　第１年次

平成6年4月
第1年次

令和6年4月
第1年次

200

280

学士（教育学）

学士（スポーツ
医科学）

教育学・保育学
関係

体育関係

経済学関係

学士（看護学）
保健衛生学関係
（看護学関係）

1,000

平成２９年４月
　　第１年次

平成２９年４月
　　第１年次

昭和６２年４月
　　第１年次

平成６年４月
　　第１年次

経済学関係

学士（商学） 経済学関係
昭和２５年４月

　第１年次

法学関係

法学関係

人間健康学部

総合子ども学科

スポーツ医科学科

4

4

50

70

-

-

法学部

法律学科

国際政治学科

文学部 年 人 年次
人

人

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

4 74 - 296

計 1,518
(1,514)

3年次
13

6,306
(6,302)

実験・実習 計

－ －科目 －科目 －科目 －科目

同一設置者内におけ
る 変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

－単位

大 学 の 目 的
教育基本法及び学校教育法に基づき総合的専門的教育及び研究を行うことを目的とし、学識深く、教養の
高い人材を育成し、併せて学術の進展並びに社会文化の向上に寄与することを使命とする。

新 設 学 部 等 の 目 的
時代や社会、そして地域の多様なニーズに対応できる実践的でヒューマニズムに富む医師を育成するとと
もに、高水準の医療や最先端の研究を推進する人材を育成する。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

- 440

　医療検査学科

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

　看護学科 4 110

心理学科

情報社会学科

国際文化学科

社会福祉学科

4

4

87

54

106

52

福岡県久留米市
御井町１６３５

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ クルメダイガク

大 学 の 名 称 久留米大学

大 学 本 部 の 位 置 福岡県久留米市旭町67番地

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ガッコウホウジン　クルメダイガク

設 置 者 学校法人　久留米大学

医学部医学科の
今回の4名の入
学定員の増員
は、令和7年度
までの臨時定員

増である。
また、医学部医
学科の令和6年
度における収容
定員は６９０人

である。
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26

(167)(77) (26)

(0) (0) (0)

(5)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

2 3 5

(2) (3) (0) (0)

(0) (0)

人 人

(77) (39) (25) (26) (167) (0) (402)

162

(75) (36) (25) (26) (162)

25 26 162

(75) (36) (25)

(39)

(26)

(25)

(162)

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

医学部医学科
77人 39人 25人 26人

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
75 36

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

75 36 25 26

(0) (0)

計（ａ～ｄ）
77 16739 25

167人

医学部医療検査学科
8 4 0 3 15

(7) (4) (0) (1) (12) (0)

(7) (4) (0) (1) (12)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

小計（ａ～ｂ）
8 4 0 3 15

(7) (4) (0) (1) (12)

計（ａ～ｄ）
8

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

8 4 0 3 15

(0) (0) (0) (0) (0)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

(0)

小計（ａ～ｂ）
8 6 12

医学部看護学科
8 6 12 26

(8) (6) (12) (0) (26) (1)

(0)

計（ａ～ｄ）
8 6 12 0 26

(8) (6) (12) (0) (26)

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

8 6 12 0 26

(8) (6) (12) (0) (26)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） (0) (0) (0)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 26

(8) (6) (12) (0) (26)

(0) (0) (0) (0) (0)

4 0 3 15

(7) (4) (0) (1) (12)

(5)

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数
9人

(31)

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　105人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数
10人

新

設

分
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(2) (1) (8)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に
従事し，か　　つ専ら当該大学の複数の学部
等で教育研究に従事す　　る者であって，年
間８単位以上の授業科目を担当　　するもの
（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

(1) (9)

5 2 1 1 9

(2) (1) (1) (9)

2 1 1

(8)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0) (0) (0)

小計（ａ～ｂ）
5 2 1 8

(5) (0) (2) (1)

(0) (0)

(0) (0) (0) (0)

(5) (0) (2) (1) (8)
ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5 2 1

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

8

(0)

計（ａ～ｄ）
5 2 1 8

(5) 0

12

(7) (2) (2) (1) (12)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

(5) (0) (2) (1) (8) (0)
文学部情報社会学科

5 2 1 8

文学部心理学科
7 2 12

(0) (0) (0) (0)

(5) (2) (1) (1) (9) (0)

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

9

(5)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

小計（ａ～ｂ）
5

文学部社会福祉学科
5 2 1 1 9

(0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0)

(5) (2) (1)

(14) (6) (3) (0) (23) (0)

計（ａ～ｄ）
5 2 1 1 9

(5) (2) (1) (1) (9)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

4

(4)

6 3

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

(6) (3) (0) (23)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科
目を担当す　　るもの（ａ又はｂに該当する
者を除く）

(0) (0) (0) (0) (0)

(10) (6) (3) (0) (19)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業
科目を担当　　するもの（ａに該当する者を
除く）

4

0 0 (0) (4)

小計（ａ～ｂ）
14 6 3 23

(14)

文学部国際文化学科

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従
事　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

10

計（ａ～ｄ）
14 6 3 23

19

14 6 3 23

(0)

小計（ａ～ｂ）
7 2 2 1 12

(7) (2) (2) (1) (12)

(14) (6) (3) (0) (23)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

(7) (2) (2) (1)

2 1

2 1

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

(12)

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　6人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　6人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　6人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　5人

(7) (2) (2) (1) (12) (0)

(123)

新

設

分

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

7 2

(0) (0) (0) (0) (0)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

計（ａ～ｄ）
7 2 2 1 12
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(29)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

計（ａ～ｄ）
6 2 1 9

(6) (2) (1) (0) (9)

(0)

小計（ａ～ｂ）
6 2 1 9

(6) (2)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

(6) (2) (1) (0) (9) (0)
法学部国際政治学科

6 2 1 9

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

6 2 1 9

(6) (2) (1) (0) (9)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0)

(1) (0) (9)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

計（ａ～ｄ）
13 3 16

(13) (3) (0) (0) (16)

(0) (0) (0) (0)

小計（ａ～ｂ）
13 3 16

(13) (3) (0) (0) (16)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

法学部法律学科
13 3 16

(13) (3) (0) (0) (16) (0)

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

13 3 16

(13) (3) (0) (0) (16)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

計（ａ～ｄ）
6 3 2 1 12

(6) (3) (2) (1) (12)

小計（ａ～ｂ）
6 3 2 1 12

(6) (3) (2) (1) (12)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

人間健康学部スポーツ医科学科
6 3 2 1 12

(6) (3) (2) (1) (12) (0)

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

6 3 2 1 12

(6) (3) (2) (1) (12)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

計（ａ～ｄ）
4 3 1 1 9

(4) (3) (1) (1) (9)

小計（ａ～ｂ）
4 3 1 1 9

(4) (3) (1) (1) (9)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

人間健康学部総合子ども学科
4 3 1 1 9

(4) (3) (1) (1) (9) (0)

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4 3 1 1 9

(4) (3) (1) (1) (9)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0)

(48)

(0)

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　6人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　9人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　10人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　6人

新

設

分
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(0)

そ の 他 の 職 員
39 322 361

(39) (322) (361)

計
1,903 610

(1,903) (610) (2,513)

職 種 専　　属 その他 計

事 務 職 員
234　 　人 146　 　人 380　 　人

(234)

図 書 館 職 員
7 13 20

(7) (13) (20)

(146) (380)

技 術 職 員
1,623 129 1,752

(1,623) (129) (1,752)

指 導 補 助 者
0 0 0

(0) (0)

(0)

(84) (51) (32) (347)
合 計

181 84 51 34 350

(180) (1) (678)

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

小計（ａ～ｂ）
－ － － －

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0)

21

(0) (0) (0)

(0) (0)

計（ａ～ｄ）
15 4 2 21

(15) (4) (2) (0) (21)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0)

(3) (2) (0) (20)

1

2 21

(15) (4) (2) (0) (21)

1

(15) (4) (2) (0) (21) (0)

15 4 2

(19)

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

15 3 2 20

(0) (1) (0) (0) (1)

(0)

商学部商学科

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
15 4

(15)

経済学部経済学科
7 5 12

(7) (5) (0) (0) (12) (0)

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

7 5 12

(7) (5) (0) (0) (12)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

小計（ａ～ｂ）
7 5 12

(7) (5) (0) (0) (12)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

計（ａ～ｄ）
7 5 12

(7) (5) (0) (0) (12)

経済学部文化経済学科
6 5 11

(11) (0)

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5 5 10

(5) (5) (0) (0) (10)

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

1 1

(1) (0) (0) (0)

小計（ａ～ｂ）
11

(6) (5) (0) (0) (11)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） (0) (0) (0) (0) (0)

計（ａ～ｄ）
6 5 11

(6) (5) (0) (0) (11)

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　9人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　8人

(21)

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四

分の三の数　12人

(1)

(6) (5) (0) (0)

6 5

新

設

分

2,513

（－）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

既

設

分

　なし
－ － － － － － －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

－ － － － －

（－） （－） （－） （－）

（－） （－） （－） （－） （－）

－

（－） （－） （－） （－） （－）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

計
－ － － － － － －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

計（ａ～ｄ）
－ － － － －
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大学全体

法学部は、2年次から法律学科
と国際政治学科とに分かれて

進級する。

倍

法学部
　　法律学科

　　国際政治学科

4

4

224

70

3年次
4
-

480

1,184
904

280

学士（法学）

学士（法学）

0.99
昭和６２年度

平成６年度

　　情報社会学科

4

87

54

学士（教育学）

学士（スポーツ医科学）

1.09
同上

同上

1.06

210

平成２９年度

同上

同上

同上

福岡県久留米市御井町
１６３５番地平成１４年度

平成１４年度

平成４年度

平成１２年度

　　国際文化学科

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称

　　総合子ども学科 4

　　スポーツ医科学科 4 70 - 280 1.12 平成２９年度

106

52

1,206
350

218

428

経済学部

人間健康学部

学士（心理学）

学士（社会学）

学士（文学）

学士（社会福祉学）

1.08

0.98

1.12

50 - 200 1.05

1.00
1

3年次
1

3年次
1

3年次

3年次
2

　　社会福祉学科

4

4

4

1,040千円 1,040千円 － －

960千円 960千円 － －

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人

文学部
　　心理学科

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

久留米大学  

学 部 等 の 名 称
修業
年限

2,934千円 2,934千円

27,610千円 27,610千円 27,610千円 27,610千円

248,733千円 248,733千円 248,733千円 248,733千円

246,641千円 246,641千円

1,330千円 1,330千円 － －

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常経費補助金，資産運用収入，雑収入　等

246,641千円 246,641千円

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

1,630千円

1,420千円 1,420千円 － －

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

図 書 購 入 費 248,733千円 248,733千円 248,733千円

共同研究費等 27,610千円 27,610千円

1,330千円

1,720千円 1,420千円

1,240千円 1,040千円

9,200千円 6,200千円

設 備 購 入 費 246,641千円 246,641千円 246,641千円

教員１人当り研究費等 2,934千円 2,934千円

960千円

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

大学全体
9,368.97㎡ 2671.78㎡ 1447.16㎡

383

（954,731〔329,004〕） （8,362〔194〕） （10,121〔4,594〕） （13,722〔11,981〕） (26,617) (383)
計

1,015,814〔346,707〕　 8,702〔199〕　 10,461〔4,640〕　 18,559〔16,465〕　 26,617

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

医学部医学科
8,702〔199〕　 10,461〔4,640〕　 18,559〔16,465〕　 26,617

標本

図書・学術雑誌・
視聴覚資料は学部
単位での特定不能
なため、大学全体

の数。

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

383

（954,731〔329,004〕） （8,362〔194〕） （10,121〔4,594〕） （13,722〔11,981〕） (26,617) (383)

種 〔うち外国書〕 点 点

図書 学術雑誌 機械・器具

1,015,814〔346,707〕　

＜大学全体＞
共用及び共用する
他の学校等の専用
土地は完成年度に
0㎡となり専用と

なる。

校 舎 敷 地 　275,885.45㎡ 34,640.88㎡ 675.04㎡ 311,201.37㎡

そ の 他 213,172.89㎡ 0㎡ 0㎡

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 298室 教 員 研 究 室 401室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

0㎡ 0㎡ 149,446.55㎡

（　　　136,600.19㎡） （　2,838.18㎡） （　　3,025.65㎡） （142,464.02㎡）

149,446.55㎡

675.04㎡ 524,374.26㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

213,172.89㎡

合 計 489,058.34㎡ 34,640.88㎡

　　経済学科

　　文化経済学科

4

4

157

100

3年次

2

3年次

第３年次 第４年次 第５年次

1.11
平成６年度

平成１４年度

1,160千円

医学部
　　医学科

　　看護学科

　　医療検査学科

6

4

4

115

110

74

同上

同上

同上

同上

経済学部は２年次から経
済学科と文化経済学科に

分かれて進級する。

商学部
　　商学科 4 250 -

1,000
1,000 学士（商学） 昭和２５年度 同上

1.11
2

1,036
632

404

学士（経済学）

学士（経済学）

昭和２７年度

平成６年度

令和６年度

福岡県久留米市
旭町67番地

福岡県久留米市櫛原町

777番地1
福岡県久留米市
旭町67番地

-

-

-

1,204
690

440

学士（医学）

学士（看護学）

1.07

1.07

1.07

74 学士（医療検査学） 1.04

第６年次

2,934千円 2,934千円

大学全体
＊学生納付金は、
上から「文学部心
理学科・社会福祉
学科」、「文学部
情報社会学科」、
「法学部・経済学
部・商学部」、

「人間健康学部総
合子ども学科」、
「人間健康学部ス

ポーツ医科学
科」、「医学部医
学科」、「医学部
看護学科」、「医
学部医療検査学

科」

5,200千円 5,200千円 5,200千円 5,200千円

1,120千円 920千円 920千円 920千円 － －

1,090千円 890千円 890千円 890千円 － －

1,070千円 870千円 870千円 870千円 － －
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附属施設の概要

名称：皮膚細胞生物学研究所
目的：基礎皮膚科研究部門と臨床皮膚科部門が一体となり、総合的・先端的な
　　　皮膚細胞生物学の研究と診断法・治療法の開発を目指すこと
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：平成22年1月1日
規模等：建物　157.18㎡（土地は大学校地に含む）

名称：経済社会研究所
目的：経済、社会及び環境に関する理論と実態の調査、研究を行い、他の研究
      機関との交流も深め、もって学術文化の発展に寄与するとともに、地域
      社会の発展に資すること
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：平成22年4月1日
規模等：建物　83.4㎡（土地は大学校地に含む）

名称：久留米大学医療センター
目的：本学学則に基づき医学の教育、研究及び診療を行うこと
所在地：福岡県久留米市国分町155-1
設置年月：平成6年7月1日
規模等：土地　48,887.06㎡、建物　22,492.35㎡

名称：ビジネス研究所
目的：マネジメント、ビジネス及びアカウンティングにかかわる理論と実証の
      研究により地域経済の発展及び広くビジネス社会化に資すること
所在地：福岡県久留米市御井町1635番地
設置年月：平成17年8月1日
規模等：建物　152.2㎡（土地は大学校地に含む）

名称：情報教育センター
目的：本学の情報処理に関する教育・研究の発展に寄与すること
所在地：福岡県久留米市御井町1635番地
設置年月：昭和59年4月1日
規模等：建物　3,017.60㎡（土地は大学校地に含む）

名称：比較文化研究所
目的：新しい学際的統合を基本理念として、文化の構造と機能に焦点を当てた
      総合的比較文化研究を行うこと
所在地：福岡県久留米市御井町1635番地
設置年月：昭和62年2月27日
規模等：建物　147.2㎡（土地は大学校地に含む）

名称：バイオ統計センター
目的：学内の付置研究施設、医学部各講座、大学病院等はもとより広く海外の
      研究機関及び国内産業界との連携を図り、バイオ統計学の有能な人材育
      成に資するため、教育研究を行うこと
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：平成15年10月1日
規模等：建物　197.73㎡（土地は大学校地に含む）

名称：分子生命科学研究所
目的：分子生命科学に関する学理及びその応用に関する研究を行うこと
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：平成元年4月1日
規模等：建物　1087.90㎡（土地は大学校地に含む）

名称：疾患モデル研究センター
目的：医学に関する動物実験、実験用動物の管理・研究等を行なうこと
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：昭和45年1月23日
規模等：建物　3138.40㎡（土地は大学校地に含む）

名称：医療経営研究センター
目的：本学における文医融合に関する教育及び研究の支援組織として、主に医
　　　療経営及び病院管理に関する教育及び研究並びに研修指導及び助言を行
　　　い、もって本学の発展に寄与するとともに、医療関係者への協力を通し
　　　て、地域における医療基盤の維持及び発展に貢献すること
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：平成30年4月1日
規模等：建物　93.67㎡（土地は大学校地に含む）

名称：高次脳疾患研究所
目的：認知神経科学部門、臨床分子生物学部門及び再生医学部門が一体となり、
      総合的・先端的な脳疾患の研究と治療開発を行うこと
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：平成14年4月1日
規模等：建物　328.78㎡（土地は大学校地に含む）

名称：外国語教育研究所
目的：専門的、主体的な見地に立って外国の言語文化及び外国語教育の在り方
      を研究し、その成果を教育に反映させ、もって本学の外国語教育の向上
      発展に資すること
所在地：福岡県久留米市御井町1635番地
設置年月：平成5年4月1日
規模等：建物　1433.60㎡（土地は大学校地に含む）

名称：先端癌治療研究センター
目的：基礎医学研究部門と臨床医学研究部門が一体となり、総合的に先端的な
      癌治療の研究・開発を行うこと
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：平成9年1月1日
規模等：建物　870.22㎡（土地は大学校地に含む）

名称：循環器病研究所
目的：基礎医学研究部門と臨床医学研究部門が一体となり、総合的・
      先端的な循環器病の研究と治療開発を行うこと
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：平成10年6月26日
規模等：建物　145.50㎡（土地は大学校地に含む）

名称：久留米大学医学部附属病院
目的：本学学則に基づき医学の教育、研究及び診療を行うこと
所在地：福岡県久留米市旭町67番地
設置年月：昭和3年4月1日
規模等：土地　43,274.18㎡、建物　112,406.28㎡
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７　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

２　「新設分」及び「既設分」の備考の「大学設置基準別表第一イ」については、専門職大学にあっては「専門職大学設置基準別表第一イ」、短期大学

　にあっては「短期大学設置基準別表第一イ」，専門職短期大学にあっては「専門職短期大学設置基準別表第一イ」にそれぞれ読み替えて作成すること。

３「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

４　私立の大学の学部又は短期大学の学科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室・教員研究室」，「図書・

　設備」及び「スポーツ施設等」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室・教員研究室」，「図書・設備」，「ス

（注）

１　共同学科の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に記入

　せず，斜線を引くこと。

　ポーツ施設等」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

６　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。
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学校法人久留米大学　設置認可等に関わる組織の移行表

変更の事由

福岡県が医師多数県にあたり、令
和6年度臨時定員地域枠に0.8を乗
じたものと決定したため。（臨時
定員5→4）

医療検査学科 74 医療検査学科 74

令和6年度
入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

令和7年度
入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

久留米大学 久留米大学

　文学部 　文学部

3年次 3年次

　　心理学科 87 1 350 　　心理学科 87 1 350

3年次 3年次

　　情報社会学科 54 1 218 　　情報社会学科 54 1 218

3年次 3年次

　　国際文化学科 106 2 428 　　国際文化学科 106 2 428

3年次 3年次

　　社会福祉学科 52 1 210 　　社会福祉学科 52 1 210

- 200

　人間健康学部 3年次 　人間健康学部 3年次

3年次

- 200 　　総合子ども学科 50　　総合子ども学科 50

　　スポーツ医科学科 70 - 280

3年次

　　スポーツ医科学科 70 - 280

　法学部 3年次 　法学部 3年次

　　法律学科 224 4 904 　　法律学科 224 4 904

　　国際政治学科 70 - 280 　　国際政治学科 70 - 280

　経済学部 3年次 　経済学部 3年次

　　経済学科 157 2 632 　　経済学科 157 2 632

3年次 3年次

　　文化経済学科 100 2 404 　　文化経済学科 100 2 404

　商学部 　商学部

　　商学科 250 - 1,000 　　商学科 250 - 1,000

　医学部 　医学部

　　医学科 115 - 665 　　医学科 114 - 664

　　看護学科 110 - 440 　　看護学科 110 - 440

計 1,519 13 6,307 計 1,518

- 296- 296

13 6,306
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① 都道府県内における位置関係の図面

久留米大学 

図面-1



② 最寄り駅からの距離や交通機関がわかる図面

・西鉄をご利用の場合

  西鉄久留米駅下車 

↓ 

西鉄バス系統番号 8（大学病院、高専方面行にて大学病院または医学部前下車） 

＜所要時間＞西鉄久留米駅から約 17分 ＜距離＞2.8ｋｍ  

・ＪＲをご利用の場合

ＪＲ久留米駅下車 

↓ 

西鉄バス系統番号 8（大学病院、高専方面行にて大学病院または医学部前下車） 

＜所要時間＞ＪＲ久留米駅から約 7分 ＜距離＞1.4ｋｍ 

図面-2
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○久留米大学学則

昭和52年２月８日 

  規則 第51－２号 

目次 

第１章 総則 

  第１節 目的及び使命（第１条－第１条の２） 

  第２節 教育及び研究の組織（第２条－第８条） 

  第３節 運営の組織（第９条－第13条の２） 

  第４節 職員（第14条－第22条の２） 

  第５節 名誉学長、名誉教授、特任教授、客員教授及び客員准教授（第23条－ 

第25条） 

  第６節 学年及び休業日（第26条・第27条） 

第２章 教育に関する事項 

  第１節 修業年限及び学期の区分（第28条・第29条） 

  第２節 学生定員（第30条） 

  第３節 教育課程等に関する事項（第31条－第33条） 

  第４節 入学に関する事項（第34条－第41条） 

  第５節 在学年限（第42条） 

  第６節 転学部、転学科、休学、復学、退学、転学及び留学（第42条の２－第 

50条の２） 

  第７節 教員免許状及び資格取得等に関する事項（第51条－第52条） 

  第７節の２ 専攻科に関する事項（第52条の２） 

  第７節の３ 留学生別科に関する事項（第52条の３） 

  第８節 科目等履修生、外国人学生及び外国人留学生に関する事項（第53条－ 

第57条の２） 

  第９節 研究生に関する事項（第58条－第68条） 

第３章 学納金に関する事項（第69条－第75条） 

第４章 表彰、除籍及び懲戒に関する事項（第76条－第79条） 

第５章 厚生保健施設（第80条） 

第６章 健康診断（第81条） 

附則 

第１章 総則 

第１節 目的及び使命 

 （目的及び使命） 

第１条 久留米大学（以下「本学」という｡）は、教育基本法及び学校教育法に基づ 

き総合的専門的教育及び研究を行うことを目的とし、学識深く、教養の高い人材 

を育成し、併せて学術の進展並びに社会文化の向上に寄与することを使命とする。 

２ 第３条に規定する各学部又は学科の人材育成及び教育研究上の目的については、 

別に定める。 

 （自己評価等） 

第１条の２ 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命 

を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価 

を行うものとする。 
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２ 前項の点検及び評価の方法等については、別に定める。 

第２節 教育及び研究の組織 

 （学部及び大学院） 

第２条 本学に、学部及び大学院をおく。 

２ 大学院については、別に定める。 

第３条 学部は、次のとおりとし、それぞれ次の学科をおく。 

  文学部  心理学科 

情報社会学科 

国際文化学科 

社会福祉学科 

  人間健康学部 総合子ども学科 

スポーツ医科学科

  法学部  法律学科

国際政治学科

  経済学部 経済学科 

文化経済学科 

  商学部  商学科 

  医学部  医学科 

看護学科 

医療検査学科 

第４条 削除 

（図書館、研究所等） 

第５条 本学に、図書館、研究所等をおく。これについては、別に定める。 

（学部附属研究所等） 

第６条 学部に、研究所及び研究施設等をおく。これについては、別に定める。 

（附属病院） 

第７条 医学部に、附属病院をおく。これについては、別に定める。 

（公開講座） 

第８条 本学に、文化を高揚する目的をもって、公開講座をおくことができる。 

第３節 運営の組織 

（評議会） 

第９条 本学に、評議会をおく。 

２ 評議会は、本学の教学に関する事項を審議決定し、又は学長の諮問に応ずるも 

のとする。 

３ 評議会に関する規程は、別に定める。 

 （大学院合同委員会） 

第９条の２ 大学院に大学院合同委員会をおく。 

２ 大学院合同委員会は、学長、各研究科科長及び各研究科委員会の委員若干名を 

もって組織する。 

３ 学長は、大学院合同委員会を招集し、その議長となる。 

４ 大学院合同委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 大学院学則及び諸規程の制定・改廃に関する事項

(2) その他大学院に関する事項

（学生部協議会）
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第１０条 本学に、学生部協議会をおく。 

２ 学生部協議会は、学長の諮問に応じ、本学学生の生活の向上及び指導に関する 

重要事項について協議する。 

３ 学生部協議会に関する規程は、別に定める。 

 （御井学舎就職部協議会） 

第１０条の２ 本学に、御井学舎就職部協議会をおく。 

２ 御井学舎就職部協議会は、学長の諮問に応じ、御井学舎学生の円滑な就職活動 

の推進及び就職指導に関する事項について協議する。 

３ 御井学舎就職部協議会に関する規程は、別に定める。 

 （教授会） 

第１１条 学部に、教授会をおく。 

２ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり審議のうえ意見 

を述べるものとする。 

(1) 学生の入学及び卒業に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見

を聴くことが必要なものとして学長が別に定める事項

３ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長等（以下「学長等」と 

いう。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに 

応じ、意見を述べることができる。 

４ 教授会は、学部の教授をもって組織する。ただし、必要な事項については学部 

の准教授、専任の講師及び助教を加えることができる。 

５ 教授会に関する規程は、別に定める。 

 （事務局） 

第１２条 本学に事務局をおく。その組織及び運営については、別に定める。 

 （学生部） 

第１３条 本学に学生部をおく。その組織及び運営については、別に定める。 

 （御井学舎就職部） 

第１３条の２ 本学に、御井学舎就職部をおく。その組織及び運営については、別 

に定める。 

第４節 職員 

 （職員） 

第１４条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員 

その他の職員をおく。これらの定員及び職務については、別に定める。 

２ 本学に、前項のほか、副学長及び学長特別補佐をおくことができる。 

３ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

４ 学長特別補佐は、学長の職務を助ける。 

 （学長） 

第１５条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

２ 学長の選任については、別に定める。 

３ 学長に事故あるとき、又は学長が欠けたときは、学長があらかじめ指名した順 

序で、副学長が学長の職務を代理し、又は学長の職務を行う。 

 （学部長） 

第１６条 学部に、学部長をおく。 

２ 学部長は、当該学部の教授のうちから選出し、学部に関する事項を管掌する。 
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３ 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。 

第１７条 削除 

（図書館長） 

第１８条 図書館に、図書館長をおく。 

２ 図書館長は、教授のうちから補し、図書館に関する事項を管掌する。 

（研究所長等） 

第１９条 研究所等に所長を、研究施設等にその長をおく。 

２ 本学附属の研究所等の所長の選出については、別に定める。 

３ 学部附属の研究所の研究所長及び研究施設等の長は、関係学部の教授のうちか 

ら選出し、研究所及び研究施設等に関する事項を管掌する。 

（病院長） 

第２０条 附属病院に、病院長をおく。 

２ 病院長は、医学部教授のうちから選出し、附属病院に関する事項を管掌する。 

（事務局長） 

第２１条 事務局に、事務局長をおく。 

２ 事務局長は、本学の事務を総括する。 

（学生部長） 

第２２条 学生部に、学生部長をおく。 

２ 学生部長は、教授のうちから補し、本学学生の生活の向上及び指導に関する事 

項を管掌する。 

 （就職部長） 

第２２条の２ 御井学舎就職部に、就職部長をおく。 

２ 就職部長は、御井学舎に所属する教授のうちから補し、御井学舎学生の円滑な 

就職活動の推進及び就職指導に関する事項を管掌する。 

第５節 名誉学長、名誉教授、特任教授、客員教授及び客員准教授 

（名誉学長） 

第２３条 学長として特に功労の顕著であった者に対し、名誉学長の称号を授与す 

ることができる。これについては、別に定める。 

（名誉教授） 

第２４条 本学の教授として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績 

のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。これについては、 

別に定める。 

（特任教授、客員教授及び客員准教授） 

第２５条 本学に特任教授、客員教授及び客員准教授をおくことができる。これに 

ついては、別に定める。 

第６節 学年及び休業日 

（学年） 

第２６条 学年は、４月１日から始まり、翌年３月31日に終わる。 

（休業日） 

第２７条 休業日（授業を行わない日）は、次のとおりとする。ただし、学部長は、 

教授会の議を経て休業日を変更することができる。 

  日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する日 

  本学創立記念日  ４月28日 

  春季休業日    ４月１日から４月10日まで 
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  夏季休業日 ７月11日から９月10日まで 

  冬季休業日 12月25日から翌年１月８日まで 

  学年末休業日 ３月21日から３月31日まで 

第２章 教育に関する事項 

第１節 修業年限及び学期の区分 

 （修業年限） 

第２８条 学生の修業年限は、４年とする。ただし、医学部医学科については６年 

とする。 

（学期の区分） 

第２９条 学期の区分は、学部規則において定める。 

第２節 学生定員 

 （学生定員） 

第３０条 学生定員は、次のとおりとする。 

入学定員 編入学定員 外 国 人      収容定員 

留学生定員 

  文学部 心理学科  85名 １名 ２名   350名 

情報社会学科  52名 １名 ２名   218名 

国際文化学科  102名 ２名 ４名   428名 

社会福祉学科   52名    １名  210名 

  人間健康学部  総合子ども学科    50名  200名 

スポーツ医科学科   70名  280名 

  法学部 法律学科  220名 ４名 ４名   904名 

国際政治学科   66名 ４名   280名 

  経済学部  経済学科  152名 ２名 ５名   632名 

文化経済学科   96名 ２名 ４名   404名 

  商学部 商学科  240名 10名  1,000名 

  医学部 医学科  110名  660名 

看護学科  110名  440名 

医療検査学科 74名 296名 

第３節 教育課程等に関する事項 

 （教育課程） 

第３１条 学部における教育課程、履修の方法、学習の評価、課程の修了及び進級 

に関する事項は、学部規則において定める。 

第３１条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又 

はこれらの併用により行うものとする。 

２ 文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に 

利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業を外国において履修させることができる。前項の規定により、多 

様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる 

場合についても同様とする。 

４ 文部科学大臣が定めるところにより、第１項の授業の一部を、校舎及び附属施 

設以外の場所で行うことができる。 

（卒業） 
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第３２条 第28条に規定する期間以上在学し、所定の教育課程を履修取得した者に 

 は、学士の学位を授与する。 

第３３条 卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第31条の２第２項の授業の 

方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし、卒業に必要 

な単位が124単位（医学部医学科にあっては188単位）を超える学部にあっては、 

その超える部分の単位数を60単位に加えることができる。 

第４節 入学に関する事項 

 （入学の時期） 

第３４条 学生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第39条による入学に 

 ついては、別に定める。 

２ 第35条第３号及び第４号に該当する者については、教育上支障がないときは、 

後期の始めに入学させることができる。 

（入学資格） 

第３５条 学部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程に

より、これに相当する学校教育を修了した者

(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 文部科学大臣の指定した者

(6) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した

者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）

(7) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者で、満18歳に達した者

(8) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部

科学大臣が定める日以後修了した者

(9) 学校教育法第90条第２項の規定により他大学に入学した者であって、当該者

をその後に入学させる本学において、大学における教育を受けるにふさわしい

学力があると認めた者

（学力検定料） 

第３６条 第35条第７号によって学力検定を受けようとする者は、別に定める学力 

検定料を納入しなければならない。 

（入学志願手続） 

第３７条 入学志願者は、別に定めるところにより、入学願書及び資料に入学検定 

料を添えて学長に提出しなければならない。 

（入学の許可） 

第３８条 入学は、選考のうえ許可する。 

（再入学） 

第３９条 再入学を志願する者については、前条の規定にかかわらず入学を許可す 

ることができる。 

（編入学） 

第４０条 次の各号の一に該当する者で編入学を志願する者については、選考のう 
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え編入学を許可することができる。 

(1) 本学の一の学部の卒業者又は修業者

(2) 他の大学の卒業者又は修業者

(3) 短期大学又は高等専門学校の卒業者

(4) 専修学校の専門課程（修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣

の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（ただし、学校教育法第90

条に規定する大学入学資格を有する者に限る。）

 （入学手続） 

第４１条 入学を許可された者は、誓約書その他の書類を学長に提出し、所定の学 

 納金を所定の期日までに納めなければならない。 

２ 前項に規定する手続を履行しないときは、入学許可を取消す。 

第５節 在学年限 

 （在学年限） 

第４２条 学生は、第２年次の終りまでに４年、通算８年を超えて在学することが 

 できない。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の学生については、第１年次から第４ 

年次においては各２年、第５年次から第６年次の終わりまでに４年、通算12年を 

超えて在学することができない。 

第６節 転学部、転学科、休学、復学、退学、転学及び留学 

 （転学部及び転学科） 

第４２条の２ 転学部及び転学科は、収容定員に余裕のある場合、学長が許可する 

ことができる。 

（休学） 

第４３条 学生が、病気その他やむを得ない事情のため引続き３月以上修業できな 

いときは、学長の許可を得て休学することができる。 

第４４条 病気のため修業に不適当と認められる学生に対しては、学長は、休学を 

命ずることができる。 

（復学） 

第４５条 休学期間が満了したとき、又は休学中にその事情が消滅したときは、学 

長の許可を得て復学することができる。 

（休学期間） 

第４６条 休学期間は、修業年限及び在学年限に算入しない。 

第４７条 休学期間は、通算して修業年限を超えることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の休学期間は、連続して２年及び通算 

して４年を超えることができない。 

（休学中の学納金） 

第４８条 休学期間中の学納金については、別に定める。 

（退学） 

第４９条 学生が退学しようとするときは、書面をもって学長に願い出て、その許 

可を受けなければならない。 

（転学） 

第５０条 学生が他の大学に転学しようとするときは、事前に書面をもって学長に 

願い出て、その許可を受けなければならない。 

 （留学） 

第５０条の２ 学生が外国の大学に留学しようとするときは、事前に書面をもって 
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 学長に願い出て、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の取り扱いについては、別に定める。 

第７節 教員免許状及び資格取得等に関する事項 

 （教員免許状取得の所要資格） 

第５１条 教員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許 

 法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 本学の学部の学科において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、 

次の表に掲げるとおりとする。取得方法については、別に定める。 

学 部 学 科 教 員 の 免 許 状 の 種 類 免  許  教  科 

文 学 部 

心 理 学 科 
高等学校教諭一種免許状 

特別支援学校教諭一種免許状 

公民 

情報社会学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

公民 

国際文化学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

国語・社会・英語 

国語・地理歴史・英語 

社会福祉学科 
高等学校教諭一種免許状 

特別支援学校教諭一種免許状 

公民・福祉 

人 間 健 康

学 部 

総合子ども学科 幼稚園教諭一種免許状 

スポーツ医科学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

保健体育 

保健体育 

法 学 部 

法 律 学 科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

公民 

国際政治学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

地理歴史・公民 

経 済 学 部 

経 済 学 科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

公民・情報・商業 

文化経済学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

地理歴史・公民 

商 学 部 商 学 科 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

地理歴史・公民・情報 

商業 

 （図書館司書となる所要資格） 

第５１条の２ 図書館司書となる資格を取得しようとする者は、図書館法及び図書 

 館法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 （日本語教育） 

第５１条の３ 本学に、外国人に日本語を教育する教員の養成を行うために必要な 

授業科目を開設する。 
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２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

第５１条の４ 削除 

（博物館学芸員となる所要資格） 

第５１条の５ 博物館学芸員となる資格を取得しようとする者は、博物館法及び博 

物館法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

（精神保健福祉士国家試験受験資格） 

第５１条の６ 精神保健福祉士国家試験受験資格取得志望者は、精神保健福祉士法 

に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

（社会福祉士国家試験受験資格） 

第５１条の７ 社会福祉士国家試験受験資格取得志望者は、社会福祉士及び介護福祉 

士法に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

（保育士の資格取得） 

第５１条の８ 人間健康学部総合子ども学科における保育士資格取得志望者は、児童 

福祉法及び児童福祉法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

（公認心理師国家受験資格） 

第５１条の９ 文学部心理学科における公認心理師国家試験受験資格取得希望者は、 

公認心理師法に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 （履修料及び実習料） 

第５２条 第51条、第51条の２、第51条の３、第51条の５、第51条の６、第51条の７、 

第51条の８及び第51条の９の教員免許状の取得及び資格取得等のための科目を履修 

しようとする者は、別に定める履修料及び実習料を納入しなければならない。 

第７節の２ 専攻科に関する事項 

 （専攻科） 

第５２条の２ 本学に次の専攻科を置き、学生収容定員は、次のとおりとする。 

  文学専攻科  心理学専攻 ５名 

情報社会専攻 ５名 

国際文化専攻 ５名 

社会福祉専攻 ５名 

  法学専攻科  法律学専攻 10名 

国際政治学専攻  ５名 

  経済学専攻科 経済学専攻 10名 

  商学専攻科  商学専攻 10名 

２ 専攻科については、別に定める。 

第７節の３ 留学生別科に関する事項 

 （留学生別科） 

第５２条の３ 本学に留学生別科を置く。 

２ 別科の修業年限は、１年（以下「１年コース」という。）又は１年半（以下「１ 

年半コース」という。）とする。ただし、教育上適当と認められる場合は、別に定 
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めるところにより、通算２年までの在学を許可することができる。 

３ １年コース及び１年半コースの学生収容定員は、次のとおりとする。 

１年コース定員  １年半コース定員 収容定員 

  留学生別科  15名       20名 55名 

４ 留学生別科については、別に定める。 

第８節 科目等履修生、特別科目等履修生、派遣聴講生、外国人学生及び 

外国人留学生に関する事項 

（科目等履修生） 

第５３条 学部の授業科目を定めて聴講しようとする者には、学部長は、学部の定 

めるところにより、科目等履修生として授業の聴講を許可することができる。 

（特別科目等履修生、派遣聴講生） 

第５４条 本学と単位互換に関する協定のある大学等との間で、特別科目等履修生 

又は派遣聴講生として相互交流をしようとするときは、事前に書面をもって学長 

 に願い出て、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

（聴講授業科目単位の認定） 

第５５条 科目等履修生に対しては、聴講した授業科目の単位を認定することがで 

きる。 

（聴講料） 

第５６条 科目等履修生は、別に定める聴講料を納入しなければならない。 

（外国人学生及び外国人留学生） 

第５７条 外国人であって、高等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められ 

 る者は、選考のうえ外国人学生として学部に入学を許可することができる。 

２ 外国人であって、高等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者は、 

選考のうえ外国人留学生（一般留学生）として学部に入学を許可することができ 

る。 

（協定に基づく外国人留学生） 

第５７条の２ 外国人であって、外国の大学から協定に基づき派遣される者は、選 

考のうえ外国人留学生（協定校留学生）として学部に留学を許可することができ 

 る。 

２ 前項の取り扱いについては、別に定める。 

第９節 研究生に関する事項 

 （研究生） 

第５８条 学部において特殊事項に関する研究に従事しようとする者があるときは、 

当該学部において適当と認め、かつ、さしつかえのない場合に限り、学部の定め 

 るところにより研究生として入学を許可することができる。 

２ 本学附属の研究所の研究生に関する事項については、別に定める。 

（資格） 

第５９条 研究生として入学を志願することのできる者は、学士又はこれと同等以 

上の学力があり、かつ、学部において適当と認められた者とする。 

 （志願） 

第６０条 研究生として入学を志願する者は、別に定めるところにより、願書に研 

究事項を記載し、履歴書及び入学検定料を添えて学部長に提出しなければならな 

い。 
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（入学） 

第６１条 研究生の入学は、学部長が教授会の議を経て許可する。 

（指導教育職員） 

第６２条 研究生の指導教育職員は、教授会において定める。 

（入学の時期） 

第６３条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情がある 

ときは、この限りでない。 

（研究期間） 

第６４条 研究生の研究期間は、１年とする。ただし、必要があるときは指導教育 

職員を通じて申し出る場合、研究期間の延長を許可することができる。 

（学部の講義の聴講、実験又は実習参加） 

第６５条 研究生に対して、指導教育職員の請求があるときは、学部長は教授会の 

議を経て学部の講義、実験又は実習に出席することを許可することができる。 

（退学） 

第６６条 研究生が、退学しようとするときは、書面をもって学部長に願い出て、 

その許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第６７条 研究生が、次の各号の一に該当するときは、学部長は教授会の議を経て 

除籍する。 

(1) 第68条に定める料金の督促を受けても納入しないとき

(2) 研究を怠り研究生として不適当と認められるとき

（入学料及び研究料）

第６８条 研究生は、別に定める入学料及び研究料を納入しなければならない。 

第３章 学納金に関する事項 

（入学金） 

第６９条 学部に入学する者は、入学金を納入しなければならない。 

２ 入学金の納入の時期は、別表第２－１及び別表第２－２に定める。 

（授業料） 

第７０条 学生は、授業料を納入しなければならない。 

２ 授業料は、分納することができる。分納の時期及び額については、別表第２－ 

１及び別表第２－２に定める。 

３ 学年の中途において卒業する者の納入する授業料は、別に定める。 

４ 外国の大学に留学する者の授業料については、別に定める。 

 （その他の納入金） 

第７１条 学生は、その他の納入金を納入しなければならない。 

２ その他の納入金は、分納することができる。分納の時期及び額については、別 

表第２－１及び別表第２－２に定める。 

 （学納金の返還） 

第７２条 この学則に基づいて納められた学納金は、返還しない。ただし、特待生 

及び所定の期日までに入学辞退の届け出を行い、かつ、学納金の返還を申し出た 

者については、入学金を除く学納金を返還する。 

２ 医学部医学科学生納入金減免規程に基づいて減免を決定された者については、 

既納の学納金のうちから減免額を返還する。 

 （学納金表等） 

第７３条 学納金及びその分納額は、次のとおりとする。 
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(1) 第37条及び第60条に規定する入学検定料については、別表第１

(2) 第69条、第70条及び第71条に規定する入学金、授業料、施設拡充維持料、教

育充実料、実験実習料及び休学時在籍料については、別表第２－１及び別表第

２－２

(3) 第56条及び第68条に規定する聴講料、入学料及び研究料については、別表第

３

 （諸証明手数料） 

第７４条 学生が、諸証明書を請求するときは、証明手数料を納入しなければなら 

ない。 

 （追試験料等） 

第７５条 追試験又は再試験を受ける学生は、試験料を納入しなければならない。 

試験料は、学部において定める。 

第４章 表彰、除籍及び懲戒に関する事項 

 （表彰） 

第７６条 学生が、次の各号の一に該当するときは、学長は教授会の意見を聞いて 

適当な方法で表彰することができる。 

(1) 学業人物ともに優秀な学生

(2) 特に賞賛に値する行為のあった学生

２ 前項第１号に該当する者で特に優秀な者は、特待生とすることができる。特待 

生に関する規程は、別に定める。 

 （除籍） 

第７７条 学生が、この学則その他の規則で定められた学納金（教員免許状及び資 

格取得等のための科目の履修料及び実習料は除く｡）の督促を受けても納めないと 

きは、学部長は学長の許可を得て除籍する。 

２ 学生が長期間欠席し、又は成業の見込みがないと認められるときは、学部長は、 

学長の許可を得て除籍する。 

 （懲戒） 

第７８条 学生が、この学則又はこれに基づいて定められた諸規則に違反し、本学 

の名誉を傷つける言動をし、その他本学学生としての本分に背く行為をしたとき 

は、その軽重によって学部長は、学長の命により懲戒する。 

２ 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。ただし、放学は、次の各号の一に該当す 

る者に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当の理由がなくて出席が常でない者

(3) 本学の秩序を乱し、その他本学学生としての本分に著しく背いた者

（停学期間の学納金）

第７９条 学生は、停学期間中もこの学則その他の規則によって定められる学納金 

を納入しなければならない。 

第５章 厚生保健施設 

 （厚生保健施設） 

第８０条 本学に、健康相談施設、学生集会所、学生食堂、学生売店、寄宿舎等を 

おくことができる。 

第６章 健康診断 
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 （健康診断） 

第８１条 学生は、毎年定められたときに健康診断を受けなければならない。 

附 則 

１ この学則は、昭和52年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる学則は、廃止する。 

  久留米大学学則（昭和25年４月１日施行） 

附 則（52．５．27） 

この学則は、昭和52年７月１日から施行する。 

附 則（52．10．28） 

この学則は、昭和52年12月１日から施行する。 

附 則（52．11．25） 

１ この学則は、昭和52年12月24日から施行する。 

２ 学則第73条については、昭和52年度までの入学生には適用せず改正前の規定に 

よる。 

附 則（53．２．24） 

この学則は、昭和53年４月１日から施行する。 

附 則（53．７．28） 

この学則は、昭和53年９月１日から施行する。 

附 則（53．12．22） 

１ この学則は、昭和54年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和53年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（54．２．23） 

この学則は、昭和54年４月１日から施行する。 

附 則（54．６．22）（55．１．８付文部大臣認可） 

１ この学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず商学部については、昭和57年度までの学生総定員は、 

次の表のとおりとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学 科 総 定 員 

55 商 学 部     
商 学 科       970 

経 済 学 科       700 

56 商 学 部     
商 学 科       980 

経 済 学 科       800 

57 商 学 部     
商 学 科       990 

経 済 学 科       900 

附 則（54．10．26） 

この学則は、昭和54年11月24日から施行する。 

附 則（54．11．27） 

１ この学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和54年度までの入学生には適用せず改 

学則-13



正前の規定による。 

附 則（55．１．25） 

この学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則（55．６．27） 

この学則は、昭和55年８月１日から施行する。 

附 則（55．10．27） 

この学則は、昭和55年12月１日から施行する。 

附 則（55．12．26） 

この学則は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則（56．10．30） 

１ この学則は、昭和56年11月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和56年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（57．12．24） 

１ この学則は、昭和58年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和57年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（58．12．23） 

１ この学則は、昭和59年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和58年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（59．12．21） 

 この学則は、昭和59年12月21日から施行する。ただし、改正後の第73条第１項第 

１号及び第２号については、昭和60年度入学に係る者から適用する。 

附 則（60．５．24） 

この学則は、昭和60年６月１日から施行する。 

附 則（60．９．27） 

この学則は、昭和60年10月15日から施行する。 

附 則（61．１．24） 

この学則は、昭和61年２月１日から施行する。 

附 則（60．12．20） 

１ この学則は、昭和61年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和60年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（61．９．26） 

この学則は、昭和61年10月15日から施行する。 

附 則（61．12．26） 

１ この学則は、昭和62年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和61年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（60．６．28）（61．12．23付文部大臣認可） 

１ この学則は、昭和62年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず法学部については、昭和64年度までの学生総定員は、 

次の表のとおりとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学 科 総 定 員 
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62 法 学 部     法 律 学 科       250 

63 法 学 部     法 律 学 科       500 

64 法 学 部     法 律 学 科       750 

附 則（62．12．25） 

１ この学則は、昭和63年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和62年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（63．12．23） 

１ この学則は、昭和64年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和63年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（１．３．24） 

１ この学則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ 入学金については、学則第73条第１項第２号の定めにかかわらず、平成元年度 

入学者で平成元年３月31日までに入学の意思表示をした者には適用せず、改正前 

の規定による。 

３ 昭和63年度までの入学生については、学則第73条第１項第２号の授業料、施設 

設備維持料又は施設拡充維持料及び教育充実料については適用せず、なお改正前 

の規定による。ただし、施設設備維持料又は施設拡充維持料については、従前の 

額に３％を加算するものとする。 

４ 平成元年度の入学生に係る同年度の施設設備維持料又は施設拡充維持料につい 

ては、昭和63年12月29日までに入学手続を完了した者には、施設設備維持料の規 

定は適用せず、改正前によるものとし、その他の者に係る施設設備維持料及び施 

設拡充維持料についての別表第２に定める納入期限については、理事長が別に定 

めるところによるものとする。 

附 則（１．７．28） 

この学則は、平成元年８月１日から施行する。 

附 則（２．１．26） 

１ この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成元年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（１．８．25） 

この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（２．７．27） 

１ この学則は、平成２年７月27日から施行し、同年４月１日から適用する。 

２ 学則第51条については、平成元年度までの入学生には適用せず、改正前の規定 

による。 

附 則（３．１．25） 

１ この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成２年度までの入学生には適用せず、 

  改正前の規定による。 

附 則（３．７．26） 

この学則は、平成３年７月26日から施行する。 

附 則（３．９．28） 

この学則は、平成３年９月28日から施行し、同年７月１日から適用する。 
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附 則（３．９．28） 

１ この学則は、平成３年10月１日から施行する。 

２ 平成元年３月24日改正の附則第３項のただし書による昭和63年度までの入学生 

の施設設備維持料又は施設拡充維持料に係る３％の加算額は、これを徴収しない 

ものとする。 

附 則（３．12．20） 

この学則は、平成３年12月20日から施行し、同年11月14日から適用する。 

附 則（３．12．20） 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成３年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（４．２．28）（３．12．20付文部大臣認可） 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず文学部については、平成６年度までの学生総定員は、 

次の表のとおりとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学 科 総 定 員 

４ 文 学 部     
人間科学科       100 

国際文化学科 100 

５ 文 学 部     
人間科学科       200 

国際文化学科 200 

６ 文 学 部     
人間科学科       300 

国際文化学科 300 

３ 第30条の規定にかかわらず医学部については、平成８年度までの学生総定員は、 

次の表のとおりとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学 科 総 定 員 

４ 医 学 部     医 学 科       700 

５ 医 学 部     医 学 科       680 

６ 医 学 部     医 学 科       660 

７ 医 学 部     医 学 科       640 

８ 医 学 部     医 学 科       620 

４ 第30条の規定にかかわらず平成４年度から平成11年度までの法学部法律学科の 

入学定員は、300名とする。 

附 則（４．７．24） 

この学則は、平成４年７月24日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則（４．７．24） 

この学則は、平成４年７月24日から施行する。 

附 則（４．12．25） 

１ この学則は、平成５年４月１日から施行する。 
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２ 学則第73条第１項第２号については、平成４年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（５．３．26） 

この学則は、平成５年３月26日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

附 則（５．３．26） 

この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（６．２．25） 

１ この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず法学部法律学科、法学部国際政治学科、経済学部経 

済学科及び医学部看護学科については、平成８年度までの学生の収容定員は、次 

の表のとおりとする。 

  なお、商学部経済学科については、平成８年度までの学生の収容定員は次の表 

のとおりとし、当該学科に在学者がなくなるまでの間存続するものとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学 科 収 容 定 員      

６ 

法 学 部     
法 律 学 科       

国際政治学科 

950 

50 

経済学部 経 済 学 科       250 

商 学 部     経 済 学 科       750 

医 学 部     看 護 学 科       100 

７ 

法 学 部     
法 律 学 科       

国際政治学科 

900 

100 

経済学部 経 済 学 科       500 

商 学 部     経 済 学 科       500 

医 学 部     看 護 学 科       200 

８ 

法 学 部     
法 律 学 科       

国際政治学科 

850 

150 

経済学部 経 済 学 科       750 

商 学 部     経 済 学 科       250 

医 学 部     看 護 学 科       300 

３ 第30条の規定にかかわらず平成６年度から平成11年度までの法学部法律学科の 

 入学定員は、230名とし、法学部国際政治学科の入学定員は、70名とする。 

４ 学則第42条第１項については、平成５年度までの入学生には適用せず改正前の 

 規定による。 

５ 学則第73条第１項第２号については、平成５年度までの入学生には適用せず改 

正前の規定による。 

附 則（６．３．24） 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（６．11．25） 

この学則は、平成６年11月25日から施行する。 
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附 則（６．11．25） 

１ この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成６年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

  なお、文学部人間科学科心理学系の実験実習料については、平成７年度以降に 

おいて２年次生、３年次生及び４年次生となる者から適用する。 

附 則（７．12．22） 

１ この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成７年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（８．１．26） 

この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（８．11．22） 

１ この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第１号については、平成７年11月１日から適用する。 

３ 学則第73条第１項第２号については、平成８年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（９．３．28） 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（９．６．27） 

この学則は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則（９．６．27） 

この学則は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則（９．９．26） 

この学則は、平成９年10月１日から施行する。 

附 則（10．１．30） 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（10．１．30） 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（10．１．30） 

１ この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成９年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（10．３．27） 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（11．１．29） 

この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（11．１．29） 

１ この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成10年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（11．５．28） 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（11．５．28）（11．10．22付文部大臣認可） 

１ この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず法学部については、平成14年度までの学生の収容定 
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員は、次の表のとおりとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学 科 収 容 定 員      

12 法 学 部     
法 律 学 科       885 

国際政治学科 245 

13 法 学 部     
法 律 学 科       920 

国際政治学科 270 

14 法 学 部     
法 律 学 科       950 

国際政治学科 290 

附 則（11．５．28）（11．12．22付文部大臣認可） 

１ この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 学則第30条の規定にかかわらず文学部社会福祉学科については、平成14年度ま 

 での学生の収容定員は、次の表のとおりとする。 

３ 学則第73条第１項第２号については、平成11年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

摘要 

 年度 
学  部 学 科 収 容 定 員      

12 文 学 部     社会福祉学科 100 

13 文 学 部     社会福祉学科 200 

14 文 学 部     社会福祉学科 310 

附 則（11．11．26） 

１ この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成11年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（11．12．24） 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（12．１．28） 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（12．４．27）（12．10．26付文部大臣認可） 

１ この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 学則第30条の規定にかかわらず医学部看護学科の平成13年度の収容定員は、 

 408名とする。 

附 則（12．９．22） 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（13．１．26） 

１ この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成12年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（13．７．27） 

この学則は、平成13年８月１日から施行する。 

附 則（13．３．22）（13．８．１付文部科学大臣認可） 
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 （13．10．30付文部科学大臣認可） 

１ この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成13年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

３ 第30条の規定にかかわらず文学部の心理学科及び情報社会学科並びに経済学部 

の経済学科及び文化経済学科については、平成16年度までの学生の収容定員は、 

次の表のとおりとする。 

  なお、文学部人間科学科については、平成16年度までの学生の収容定員は次の 

表のとおりとし、当該学科に在学生がなくなるまでの間存続するものとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学 科 収 容 定 員      

14 

文 学 部        

心 理 学 科        

情報社会学科        

人 間 科 学 科        

87 

63 

331 

経 済 学 部        
経 済 学 科        

文化経済学科        

980 

100 

15 

文 学 部        

心 理 学 科        

情報社会学科        

人 間 科 学 科        

174 

126 

226 

経 済 学 部        
経 済 学 科        

文化経済学科        

880 

200 

16 

文 学 部        

心 理 学 科        

情報社会学科        

人 間 科 学 科        

266 

194 

113 

経 済 学 部        
経 済 学 科        

文化経済学科        

770 

310 

附 則（13．９．28） 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（14．１．25） 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（14．６．28） 

この学則は、平成14年７月１日から施行する。 

附 則（15．４．25）（15．11．27付文部科学大臣認可） 

この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（15．９．26） 

この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（16．１．23） 

この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（16．11．26） 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（16．11．26） 

１ この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

２ 平成16年度までの医学部医学科の入学生については、第42条第２項に規定のう 
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ち「第４年次の終りまでに８年、通算12年を超えて在学することができない。」を 

「通算12年を超えて在学することができない。」に読み替える。 

附 則（17．９．22） 

この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（18．９．22） 

１ この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず文学部情報社会学科、文学部国際文化学科、法学部 

法律学科、法学部国際政治学科、経済学部文化経済学科及び商学部商学科につい 

ては、平成21年度までの学生の収容定員は、次の表のとおりとする。 

摘 要 

年 度 学 部 学 科 収 容 定 員 

19 

文 学 部 
情報社会学科 

国際文化学科 

261 

443 

法 学 部 
法 律 学 科 

国際政治学科 

979 

309 

経済学部 文化経済学科 419 

商 学 部 商 学 科 1,045 

20 

文 学 部 
情報社会学科 

国際文化学科 

260 

442 

法 学 部 
法 律 学 科 

国際政治学科 

978 

308 

経済学部 文化経済学科 418 

商 学 部 商 学 科 1,050 

21 

文 学 部 
情報社会学科 

国際文化学科 

259 

441 

法 学 部 
法 律 学 科 

国際政治学科 

977 

307 

経済学部 文化経済学科 417 

商 学 部 商 学 科 1,055 

附 則（18．11．24） 

この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（19．２．23） 

この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（19．９．28） 

この学則は、平成19年10月１日から施行する。 

  附 則（20．２．22） 

この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（20．９．17） 

この学則は、平成20年９月１日から施行する。 

附 則（20．９．17） 

この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（20．９．17） 
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１ この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、平成25年度までの学生総 

定員は、次の表のとおりとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学  科 総 定 員 

21 医 学 部 医 学 科 610 

22 医 学 部 医 学 科 620 

23 医 学 部 医 学 科 630 

24 医 学 部 医 学 科 640 

25 医 学 部 医 学 科 650 

附 則（21．7．24） 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部看護学科の平成22年度の収容定員は、408名と 

する。 

附 則（21．９．25） 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、平成26年度までの学生総 

定員は、次の表のとおりとする。 

摘要 

 年度 
学  部 学  科 総 定 員 

22 医 学 部 医 学 科 625 

23 医 学 部 医 学 科 640 

24 医 学 部 医 学 科 655 

25 医 学 部 医 学 科 670 

26 医 学 部 医 学 科 685 

附 則（21．11．27） 

この学則は、平成21年12月１日から施行する。 

附 則（21．11．27） 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ 平成21年度までの医学部看護学科入学生については、学則第73条第１項第２号 

は適用せず、改正前の規定による。 

附 則（22．９．24） 

１ この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

２ 平成22年度までの医学部医学科の研究生については、学則第73条第１項第３号 

は適用せず、改正前の規定による。 

附 則 

この学則は、平成24年10月１日から施行する。 

附 則（24．３．22） 

１ この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず文学部心理学科、文学部情報社会学科、文学部国際 

文化学科、文学部社会福祉学科、法学部法律学科、法学部国際政治学科、経済学 
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部経済学科、経済学部文化経済学科及び商学部商学科については、平成27年度ま 

での学生の収容定員は、次の表のとおりとする。 

摘要 
 年度 学  部 学 科 収容定員 

25 

文 学 部 

心 理 学 科 357 

情報社会学科 256 

国際文化学科 437 

社会福祉学科 416 

法 学 部 
法 律 学 科 971 

国際政治学科 301 

経 済 学 部 
経 済 学 科 655 

文化経済学科 411 

商 学 部 商 学 科 1,055 

26 

文 学 部 

心 理 学 科 356 

情報社会学科 254 

国際文化学科 434 

社会福祉学科 412 

法 学 部 
法 律 学 科 966 

国際政治学科 296 

経 済 学 部 
経 済 学 科 650 

文化経済学科 406 

商 学 部 商 学 科 1,050 

27 

文 学 部 

心 理 学 科 357 

情報社会学科 255 

国際文化学科 437 

社会福祉学科 413 

法 学 部 
法 律 学 科 966 

国際政治学科 296 

経 済 学 部 
経 済 学 科 650 

文化経済学科 406 

商 学 部 商 学 科 1,055 

附 則（26．７．25） 

この学則は、平成26年９月１日から施行する。 

附 則（26．７．25） 

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。 
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２ 学則第73条第１項第２号については、平成26年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

附 則（26．11．28） 

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 学則第47条第２項については、平成26年度までの入学生には適用せず、改正前 

の規定による。 

附 則（27．３．27） 

この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（27．９．25） 

１ この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 学則第52条の３第２項のただし書については、平成27年度までの入学生には適 

用せず、改正前の規定による。 

附 則（27．12．25） 

１ この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 学則第42条第２項については、平成27年度までの入学生には適用せず、改正前 

の規定による。 

附 則（28．９．23） 

この学則は、平成28年10月１日から施行する。 

附 則（28．２．26） 

１ この学則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 第30条にかかわらず文学部心理学科、文学部情報社会学科、文学部国際文化学 

科、文学部社会福祉学科、人間健康学部総合子ども学科、人間健康学部スポーツ 

医科学科、法学部法律学科、法学部国際政治学科、経済学部経済学科、経済学部 

文化経済学科、商学部商学科及び医学部看護学科については、平成31年度までの 

学生の収容定員は、次の表のとおりとする。 

摘要 
 年度 学  部 学 科 収容定員 

29 

文 学 部 

心 理 学 科 356 

情報社会学科 246 

国際文化学科 437 

社会福祉学科 364 

人間健康学

部 

総合子ども学科 50 

スポーツ医科学科 70 

法 学 部 
法 律 学 科 956 

国際政治学科 286 

経 済 学 部 
経 済 学 科 647 

文化経済学科 404 

商 学 部 商 学 科 1,045 

医 学 部 看 護 学 科 410 

30 文 学 部 心 理 学 科 354 
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情報社会学科 236 

国際文化学科 434 

社会福祉学科 314 

人間健康学

部 

総合子ども学科 100 

スポーツ医科学科 140 

法 学 部 
法 律 学 科 946 

国際政治学科 276 

経 済 学 部 
経 済 学 科 644 

文化経済学科 402 

商 学 部 商 学 科 1,030 

医 学 部 看 護 学 科 420 

31 

文 学 部 

心 理 学 科 352 

情報社会学科 226 

国際文化学科 431 

社会福祉学科 264 

人間健康学

部 

総合子ども学科 150 

スポーツ医科学科 210 

法 学 部 
法 律 学 科 936 

国際政治学科 266 

経 済 学 部 
経 済 学 科 641 

文化経済学科 400 

商 学 部 商 学 科 1,015 

医 学 部 看 護 学 科 430 

附 則（29．７．28） 

この学則は、平成29年８月１日から施行する。 

附 則（29．11．24） 

この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（30．３．23） 

この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（30．７．27） 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号の別表第２－１については、平成30年度までの入学生には適 

用せず、改正前の規定による。 

附 則（31．２．22） 

１ この学則は、平成32年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず文学部心理学科、文学部情報社会学科、文学部国際文化学 

科、文学部社会福祉学科、法学部法律学科、法学部国際政治学科、経済学部経済学科及 
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び経済学部文化経済学科については、平成34年度までの学生の収容定員は、次の表のと 

おりとする。 

摘要 
年度 学  部 学  科 収容定員 

32 

文 学 部 

心 理 学 科 349 

情報社会学科 216 

国際文化学科 426 

社会福祉学科 211 

法 学 部 
法 律 学 科 915 

国際政治学科 262 

経 済 学 部 
経 済 学 科 635 

文化経済学科 398 

33 

文 学 部 

心 理 学 科 348 

情報社会学科 216 

国際文化学科 424 

社会福祉学科 208 

法 学 部 
法 律 学 科 904 

国際政治学科 268 

経 済 学 部 
経 済 学 科 632 

文化経済学科 398 

34 

文 学 部 

心 理 学 科 349 

情報社会学科 217 

国際文化学科 426 

社会福祉学科 209 

法 学 部 
法 律 学 科 904 

国際政治学科 274 

経 済 学 部 
経 済 学 科 632 

文化経済学科 401 

 附 則（１．12．26） 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和８年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。ただし、令和２年度及び３年度の入学定員及び 

学生総定員については適用せず、改正前の規定による。 

摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和２ 医 学 部 医 学 科 115 690 

令和３ 医 学 部 医 学 科 115 690 
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附 則（２．３．27） 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（３．３．26） 

この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（３．３．26） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 
２ 学則第 51 条第２項については、令和２年度までの入学生には適用せず、改正前の規 

定による。 

附 則（３．５．28） 

この学則は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則（３．７．30） 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和９年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。 

附 則（４．２．25） 

この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（４．７．22） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和10年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。 

令和４ 医 学 部 医 学 科 110 685 

令和５ 医 学 部 医 学 科 110 680 

令和６ 医 学 部 医 学 科 110 675 

令和７ 医 学 部 医 学 科 110 670 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 665 

摘要 

年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和４ 医 学 部 医 学 科 115 690 

令和５ 医 学 部 医 学 科 110 685 

令和６ 医 学 部 医 学 科 110 680 

令和７ 医 学 部 医 学 科 110 675 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 670 

令和９ 医 学 部 医 学 科 110 665 

摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和５ 医 学 部 医 学 科 115 690 

令和６ 医 学 部 医 学 科 110 685 

令和７ 医 学 部 医 学 科 110 680 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 675 

学則-27



附 則（４．９．30） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 学則第42条第２項については、令和４年度までの入学生には適用せず、改正前の規定 

による。 

附 則（５．１．27） 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（５．６．23） 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（５．７．28） 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和11年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。 

附 則（６．３．22） 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第２号については、令和５年度までの入学生には適用せず、改正前の規定 

による。 

附 則（６．７．26） 

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和12年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。 

令和９ 医 学 部 医 学 科 110 670 

令和10 医 学 部 医 学 科 110 665 

摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和６ 医 学 部 医 学 科 115 690 

令和７ 医 学 部 医 学 科 110 685 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 680 

令和９ 医 学 部 医 学 科 110 675 

令和10 医 学 部 医 学 科 110 670 

令和11 医 学 部 医 学 科 110 665 

摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和７ 医 学 部 医 学 科 114 689 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 684 

令和９ 医 学 部 医 学 科 110 679 

令和10 医 学 部 医 学 科 110 674 

令和11 医 学 部 医 学 科 110 669 

令和12 医 学 部 医 学 科 110 664 
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別表第１ 

入学検定料の納入金表 

学部 

金額・ 
項目   期限 

文学部・人間
健康学部・法
学部・経済学
部・商学部 

医 学 部 

納 入 期 限 医 学 科 看 護 学 科 
医療検査 
学 科 

納 入 金 額 

入学検定料 32,000円 60,000円 32,000円 32,000円 

入 学 願 書 
受 付 締 切 日 

入学検定料 
（共通テスト利用
選抜） 

15,000円 15,000円 15,000円 

入学検定料 
（前期・共通テス
ト併用型選抜）

10,000円 10,000円 

入学検定料 
（共通テスト英語
４技能利用選抜） 

15,000円 

入学検定料 
（学部研究生） 

20,000円 

備 考 

  １ 文学部、人間健康学部、法学部、経済学部及び商学部の前・後期一般選抜におい 

て、同一試験日に併願した場合のみ、２学部目以降の入学検定料を各々10,000円と 

する。 

  ２ 文学部、人間健康学部、法学部、経済学部及び商学部の共通テスト利用選抜（Ａ 

日程又はＢ日程）及び共通テスト英語４技能利用選抜において併願した場合は、２ 

学部目以降の入学検定料を各々10,000円とする。 

  ３ 文学部、人間健康学部、法学部、経済学部、商学部及び医学部看護学科の前期・ 

共通テスト併用型選抜（前期一般選抜と大学入学共通テストとの併用入試）の検定 

料については、各々の前期一般選抜検定料に加え、別途、10,000円とする。また、 

併願した場合の２学部目以降の入学検定料についても同額とする。 

  ４ 医学部医学科において、同一試験で実施される異なる試験種別を併願する場合、 

併願分の入学検定料を30,000円とする。 
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別表第２－１ 

入学金、授業料その他の納入金表 

学部 

  金額・ 

項目  期限 

文学部・法学

部・経済学部・

商学部 

人間健康学部 

総合子ども学科 スポーツ医科学科

納入金額 納入金額 納入金額 納入期限 

入  学  金 200,000円 200,000円 200,000円 入学申込締切日 

授  業  料 

１ 期 

２ 期 

355,000円 

355,000円 

365,000円 

365,000円 

405,000円 

405,000円 

４月末日(※１) 

10月末日 

教 育 充 実 料 

１ 期 

２ 期 

80,000円 

80,000円 

80,000円 

80,000円 

80,000円 

80,000円 

４月末日(※１) 

10月末日 

実 験 実 習 料 

１ 期 

２ 期 

１ 期 

２ 期 

１ 期 

２ 期 

文学部 

心理学科 

25,000円 

25,000円 

文学部 

情報社会学科 

10,000円 

10,000円 

文学部 

社会福祉学科 

25,000円 

25,000円 

35,000円 

35,000円 

35,000円 

35,000円 

４月末日(※１) 

10月末日 

４月末日(※１) 

10月末日 

４月末日(※１) 

10月末日 

休学時在籍料 

（月 額） 
10,000円 10,000円 10,000円 休学手続時 

備 考 

  １ （※１）は、新入生については、入学手続締切日と読替えるものとする。 
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別表第２－２ 

入学金、授業料その他の納入金表 

学部 

金額・ 
 項目 期限 

医 学 部 

医 学 科 看護学科 医療検査学科 
納入期限 

納入金額 

入  学  金 1,000,000円 300,000円 300,000円 入学申込締切日 

授  業  料 
１ 期 
２ 期 
３ 期 

900,000円 
900,000円 
900,000円 

310,000円 
310,000円 
310,000円 

310,000円 
310,000円 
310,000円 

４月末日(※１) 
８月末日 
12月末日 

施設拡充維持料 
１ 期 
２ 期 
３ 期 

500,000円 
500,000円 
500,000円 

４月末日(※１) 
８月末日 
12月末日 

教 育 充 実 料 
（※２） 

１ 年 次 
２ 年 次 
３ 年 次 
４ 年 次 
５ 年 次 
６ 年 次 

4,000,000円 
2,000,000円 
1,000,000円 
1,000,000円 
1,000,000円 
1,000,000円 

240,000円 
240,000円 
240,000円 
240,000円 

― 
― 

150,000円 
150,000円 
150,000円 
150,000円 

― 
― 

４月末日(※１) 

実 験 実 習 料 
（年 額） 

250,000円 250,000円 ４月末日(※１) 

休学時在籍料 
（月 額） 

10,000円 10,000円 10,000円 休学手続時 

備 考 

  １ （※１）は、新入生については、入学手続締切日と読替えるものとする。 

  ２ （※２）は、平成21年度までの入学生には適用しない。 
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別表第３－１ 

聴講料、入学料及び研究料の納入金表 

備 考 

  研究生に係る研究料は、年額とし、納入期限までに一括して納入するものとする。 

学部 

 金額・ 

項目  期限 

文学部・人間健康学部・ 

法学部・経済学部・商学部 

納 入 金 額       納 入 期 限 

聴 講 料 

本学卒業生 その他の者 

聴講許可後 

14日以内 
１ 単 位 に つ き 

4,000円 

ただし、単位認定 

希望者は6,000円 

１ 単 位 に つ き 

6,000円 

ただし、単位認定 

希望者は10,000円 

研 

究 

生 

入学料 20,000 円 
聴講許可後 

14日以内 

研究料 180,000 円 

(140,000 円) 

( ) 内は本学 

卒 業 者     

入学後 

 １ヶ月以内 
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別表第３－２ 

聴講料、入学料及び研究料の納入金表 

  学部  

 金額・ 

 期限 

項目 

医 学 部 

医  学  科 看 護 学 科 医療検査学科 

納 入 金 額       納入期限 納 入 金 額        
納 入 

期 限 
納 入 金 額       

納 入 

期 限 

聴 講 料 

１期 450,000円 

２期 450,000円  

３期 450,000円 

聴 講 す る 

学年の授業 

料の 1 / 2 額 

４月末日 

８月末日 

12月末日 

ただし、 

聴講許可 

時の聴講 

料は、許 

可後14日 

以内 

本 学 

卒業生 

その他 

の 者 

聴講許 

可後14 

日以内 

本 学 

卒業生 

その他 

の 者 

聴講許 

可後14 

日以内 

１ 単 位 

に つ き 

4,000円 

ただし、 

単位認定 

希望者は 

6,000円 

１ 単 位 

に つ き 

6,000円 

ただし、 

単位認定 

希望者は 

10,000円 

１ 単 位 

に つ き 

4,000円 

ただし、 

単位認定 

希望者は 

6,000円 

１ 単 位 

に つ き 

6,000円 

ただし、 

単位認定 

希望者は 

10,000円 

研 

究  

生  

入学料 30,000 円 

入学許可 

後 14 日 

以 内 

20,000 円 

入学許 

可後 14 

日以内 

研究料 500,000 円 

(350,000 円) 

( ) 内は本学 

卒 業 者     

入学許可 

後 14 日 

以 内 

180,000 円 

(140,000 円) 

( ) 内は本学 

卒 業 者     

入学後 

1 ヶ月 

以 内 

備 考 

  １ 研究生に係る研究料は、年額とし、納入期限までに一括して納入するものとする。 

  ２ 平成22年度までの医学部医学科の研究生については、本表は適用しない。 
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変更の事由 

福岡県内における医師不足解消が喫緊の課題であることから、本学において

も平成２２年度から福岡県地域枠として５名を増員することにより、地域に根

差した優秀な医師を輩出し、福岡県の地域医療に貢献してきたところである。 

しかしながら、福岡県内においては今もなお地域や診療科によっては医師の

偏在があり、十分ではないものの、令和６年７月３日厚生労働省第５回医師養成

課程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会で福岡県は医師多数県にあた

り、令和６年度臨時定員地域枠に０．８を乗じたものと決定されたため、４名の

入学定員増員を実施する。 

変更点 

久留米大学医学部医学科の入学定員を１１４名、収容定員を６８９名とする。 

学則-34



久
留
米
大
学
学
則
新
旧
対
照
表

 

（
注
）
 

線
箇
所
は
改
正
部
分
を
示
す
。

 

新
 

旧
 

第
２
節

 
学
生
定
員

 

 
（
学
生
定
員
）

 

第
３
０
条

 
学
生
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

入
学
定
員

 
編
入
学
定
員

 
外

 
国
 
人
 
収
容
定
員

 

留
学
生
定
員

 

 
 
文
学
部

 
心
理
学
科

 
 
 
85
名

 
１
名
 

 
２
名
 
 

 
35
0名

 

情
報
社
会
学
科

 
 
 
52
名

 
１
名

 
 
２
名

 
 

 
21
8名

 

国
際
文
化
学
科

 
 
1
02
名

 
２
名

 
 
４
名

 
 

 
42
8名

 

社
会
福
祉
学
科

 
 
 
52
名

 
１
名

 
 
21
0名

 

 
 

人
間
健
康
学
部
 
総
合
子
ど
も
学
科

 
 
 
 
5
0名

 
 
2
00
名

 

ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
科

 
 
70
名

 
 
28
0名

 

 
 
法
学
部

 
法
律
学
科

 
 

 
2
20
名

 
４
名

 
４
名

 
 

 
90
4名

 

国
際
政
治
学
科

 
 
 
66
名

 
４
名

 
 

 
28
0名

 

 
 
経
済
学
部

 
 
経
済
学
科

 
 

 
1
52
名

 
２
名

 
５
名

 
 
63
2名

 

文
化
経
済
学
科

 
 
 
96
名

 
２
名

 
４
名

 
 

 
40
4名

 

 
 
商
学
部

 
商
学
科

 
 

 
2
40
名

 
10
名
 

 1
,
00
0名

 

 
 
医
学
部

 
医
学
科

 
 

 
1
10
名

 
 
66
0名

 

看
護
学
科

 
 

 
1
10
名

 
 
44
0名

 

医
療
検
査
学
科

 
74
名

 
 
29
6名

 

 
附

 
則
 

１
 
こ
の
学
則
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
第

30
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
医
学
部
医
学
科
に
つ
い
て
は
、
令
和

1
2年

度
ま
で
の

 

入
学
定
員
及
び
学
生
総
定
員
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
２
節

 
学
生
定
員

 

 
（
学
生
定
員
）

 

第
３
０
条

 
学
生
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

入
学
定
員

 
編
入
学
定
員

 
外

 
国

 
人

 
収
容
定
員

 

留
学
生
定
員

 

 
 
文
学
部

 
心
理
学
科

 
 
 
85
名
 

１
名
 

 
２
名
 

 
 
35
0名

 

情
報
社
会
学
科

 
 
 
52
名
 

１
名
 

 
２
名
 

 
 
21
8名

 

国
際
文
化
学
科

 
 
1
02
名
 

２
名
 

 
４
名
 

 
 
42
8名

 

社
会
福
祉
学
科

 
 
 
52
名
 

１
名
 

 
21
0名

 

 
 

人
間
健
康
学
部
 
総
合
子
ど
も
学
科

 
 
 
 
5
0名

 
 
2
00
名
 

ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
科

 
 
70
名
 

 
28
0名

 

 
 
法
学
部

 
法
律
学
科

 
 
2
20
名
 

４
名
 

４
名
 

 
 
90
4名

 

国
際
政
治
学
科

 
 
 
66
名
 

４
名
 

 
 
28
0名

 

 
 
経
済
学
部

 
 
経
済
学
科

 
 
1
52
名
 

２
名
 

５
名
 

 
63
2名

 

文
化
経
済
学
科

 
 
 
96
名
 

２
名
 

４
名
 

 
 
40
4名

 

 
 
商
学
部

 
商
学
科

 
 
2
40
名
 

10
名

 
 1
,
00
0名

 

 
 
医
学
部

 
医
学
科

 
 
1
10
名
 

 
66
0名

 

看
護
学
科

 
 
1
10
名
 

 
44
0名

 

医
療
検
査
学
科

 
74
名
 

 
29
6名

 

 
附
 
則

 

１
 
こ
の
学
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
第

30
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
医
学
部
医
学
科
に
つ
い
て
は
、
令
和
８
年
度
ま
で
の

 

入
学
定
員
及
び
学
生
総
定
員
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
２
年
度

 

及
び
３
年
度
の
入
学
定
員
及
び
学
生
総
定
員
に
つ
い
て
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
規
定

 

に
よ
る
。

 

Ｎ
ｏ
．
１

 

学則-35



久
留
米
大
学
学
則
新
旧
対
照
表

 

（
注
）
 

線
箇
所
は
改
正
部
分
を
示
す
。

 

新
 

旧
 

新
 

旧
 

摘
要
 

 年
度
 

学
 
 
部
 

学
 
 
科
 

入
学
定
員
 

総
 
定
 
員
 

令
和
７
 

医
 学

 部
 

医
 学

 科
 

１
１
４
 

６
８
９
 

令
和
８
 

医
 学

 部
 

医
 学

 科
 

１
１
０
 

６
８
４
 

令
和
９
 

医
 学

 部
 

医
 学

 科
 

１
１
０
 

６
７
９
 

令
和

10
 

医
 学

 部
 

医
 学

 科
 

１
１
０
 

６
７
４
 

令
和

11
 

医
 学

 部
 

医
 学

 科
 

１
１
０
 

６
６
９
 

令
和

12
 

医
 学

 部
 

医
 学

 科
 

１
１
０
 

６
６
４
 

Ｎ
ｏ
．
２

 

学則-36



学則の変更の趣旨等を記載した書類 

１ 学則変更（収容定員変更）の内容 

  久留米大学医学部医学科は、平成２２年度から地域枠５名の増員により入

学定員を１１５名としたことに伴い、平成２７年には収容定員が６９０名と

なった。令和７年度については、令和６年７月３日厚生労働省第５回医師養

成課程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会で福岡県は医師多数県にあ

たり、令和６年度臨時定員地域枠に０．８を乗じたものと決定されたため、

臨時定員を４名とし、入学定員１１４名、収容定員６８９名とする。 

平成２１年度 入学定員：１１０名 収容定員：６６０名 

---------------------------------------------------- 

平成２２年度 入学定員：１１５名 収容定員：６６５名 

平成２３年度 入学定員：１１５名 収容定員：６７０名 

平成２４年度 入学定員：１１５名 収容定員：６７５名 

平成２５年度 入学定員：１１５名 収容定員：６８０名 

平成２６年度 入学定員：１１５名 収容定員：６８５名 

平成２７年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

---------------------------------------------------- 

平成２８年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

平成２９年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

平成３０年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

平成３１年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

令和 ２年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

令和 ３年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

令和 ４年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

令和 ５年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

---------------------------------------------------- 

令和 ６年度 入学定員：１１５名 収容定員：６９０名 

令和 ７年度 入学定員：１１４名 収容定員：６８９名 

２ 学則変更（収容定員変更）の必要性 

  久留米大学は、１９２８年創立の九州医学専門学校を礎に、建学の精神

「国手の矜持（ほこり）は常に仁なり」を原点としている。これを継承する

基本理念として「人間性豊かな実践的人材の育成」と「地域への貢献」を掲

げ、２０１７年には、教育・研究・医療・地域貢献の更なる展開を鑑み「文

医融合」の人間健康学部を開設、２０２４年度には、医学部に『メディカル

サイエンス』に精通し、多様で高度な医療のニーズに対応できる次世代型臨

床検査技師を養成する医療検査学科を設置し、文・人間健康・法・経済・

商・医学部の６学部１４学科と４大学院研究科、１８の研究所・センターを

有する西日本の総合大学として、学びの領域を広げ、常に発展し続けてい

る。
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医学科においては理念「国手の理想は常に仁なり」のもと「時代や社会、

そして地域の多様なニーズに対応できる実践的でヒューマニズムに富む医師

を育成すべく、高水準の医療や最先端の研究を推進する人材を育成する」こ

とを使命とし、本学の３大学修目標を１）「医師や研究者として職責を果たす

のに必要な知識と技能を修得する。」２）「患者に寄り添うとともにチーム医

療の実践に必要な態度と習慣を身につける。」３）「時代や社会、そして地域

の多様なニーズに対応できる人間性と良識を涵養する。」としている。 

福岡県内においては、地域や診療科に偏在する医師不足の解消が喫緊の課

題であり、本学は平成２２年度から福岡県地域枠として５名を増員すること

により、地域に根差した優秀な医師を輩出し、福岡県の地域医療に貢献して

きたと自負しているが、依然として医師不足は解消されていない。 

教育水準の維持・向上と適切な環境の整備を図りつつ、入学希望者を受け

入れ、社会や地域に求められる人材を育成・輩出することが高等教育機関と

しての責務と考える。 

上記に述べたような社会的要請に応えるためにも入学定員及び収容定員の

増員を必要とする。 

３ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

（１）教育課程の変更

この度の医学部における入学定員及び収容定員の増員に伴う教育課程の変

更は行わないが、本学の教育理念のもと、開学以降、継続的な教育課程の整備

と充実を図ってきた。 

 ２０１５年にカリキュラムの改変を行い、臨床実習を５６週から７４週へ、

講義時間を７０分から５０分へ、第３学年にＲＭＣＰ（約６週間の研究室配

属：短期海外留学を含む）を導入した。評価に関しては、第２学年に基礎医学

ＣＢＴ、第３学年に臨床医学ＣＢＴ、第４学年に総合試験、第５学年に卒試ト

ライアル（第６学年卒業試験と同じ内容）、第６学年に卒業試験を３回行うな

ど試験を再編するとともに、プロフェッショナリズムを涵養すべく態度評価を

組み入れるなどの変更を行ってきた。２０１７年から、一方的な伝達的受動的

授業ではなく、主体的能動的な学修によって多方向性授業を目指すため、第１

学年に「協同学習」を開講し、「自分の学びが仲間の役に立つ」、「仲間の学び

が自分に役立つ」いわゆる肯定的相互依存による基本姿勢を教育方法として導

入し、望ましいチーム医療の実現に向け取り組んできた。また、これまでのカ

リキュラムの改変に加え、２０２２年から、第６学年の卒業試験を２回とし、

第５学年の卒試トライアルを実力試験も第６学年同様２回実施する変更を行い

継続的な学習を促した。その結果として、令和５年に実施された第 117 回医師

国家試験では国家試験新卒 100%合格を達成した。令和６年度においては、医学

教育モデル・コア・カリキュラム（令和４年度改訂版）の即したカリキュラム

を実施しつつ、アーリーエクスポージャーの導入や基礎医学と臨床医学の水

平・垂直統合を促進すべく医学教育ワークショップを実施し、今後もカリキュ

ラムの見直しを継続的に行っていく。
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（２）教育方法及び履修指導方法

医学教育モデル・コア・カリキュラムと卒業時モデル・コア・コンピテン

シーを踏まえ、本学独自のカリキュラムを編成し、一般教養・基礎医学・社

会医学・行動科学・臨床医学・医学英語などを段階的かつ系統的に学修でき

る統合型カリキュラムを定めている。

 ６年間の総合的な到達目標である卒業時コンピテンスは、理念・三大目

標・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーとともに、各学年のシラバ

ス冒頭に明示され、その達成を促すため、学年別目標(学修のねらい)を定め

ている。

基礎医学系は、第１学年と第２学年を中心に学体系を基盤としたらせん型

カリキュラムを構築し、第３学年での臓器系統別の臨床医学系につなぎ、第

４学年２学期に開始する臨床実習は現場での実地を重視した構成となってい

る。医療施設や地域医療の体験学習、社会医学・行動科学、実践臨床英語な

ど、複数の学年にまたがる授業科目を強化している。

 なお、地域医療に関する久留米大学独自の取り組みとして以下を実施して

いる。 

１．地域枠としての意識付けのため入学前に地域枠入学者説明会を実施 

２．地域医療連携講座担当教員による定期的な、面談・指導の実施 

３．地域医療に関する講演会、特別講義の定期的な実施 

４．地域医療サマースクールの実施 

５．へき地・離島救急医療学会への参加 

６．長崎県離島検診への参加 

７．九州地域医療教育研究会への参加 

８．福岡県地域医療セミナーへの参加 

９．福岡県医学会総会（福岡県医師会主催）への参加
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国公私立

私立

１．現在（令和６年度）の入学定員（編入学定員）及び収容定員
入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員

115 0 0 690

（収容定員計算用）
R1 R2 R3 R4 R5 R6 計
115 115 115 115 115 115 690

0
（ウ）3年次編入学定員 0

115 115 115 115 115 115 690

２．本増員計画による入学定員増を行わない場合の令和７年度の入学定員（編入学定員）及び収容定員

入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員
110 0 0 660

（収容定員計算用）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 計
110 110 110 110 110 110 660

0
（ウ）3年次編入学定員 0

110 110 110 110 110 110 660

３．令和７年度の増員計画

入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員
114 0 0 664

（収容定員計算用）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 計
114 110 110 110 110 110 664

0
（ウ）3年次編入学定員 0

114 110 110 110 110 110 664

4

（内訳）

4

4

大学名

久留米大学

（臨時的な措置で減員した場合、その人数）

（ア）入学定員
（イ）2年次編入学定員

計

計

（ア）入学定員
（イ）2年次編入学定員

計

（ア）入学定員

（臨時的な措置で減員した場合、その人数）

増員希望人数

(2) 研究医養成のための入学定員／編入学定員増（研究医枠）

(1) 地域の医師確保のための入学定員／編入学定員増（地域枠）

（イ）2年次編入学定員

計
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１．地域の医師確保のための入学定員増について
増員希望人数 4

都道府県名 増員希望人数

福岡県 4

4
※「大学所在地以外の都道府県」が5都道府県未満の場合は、残りの欄は空欄でご提出ください。

都道府県名
R5地域枠定員

（※1）

R5貸与者数

（※2）

R6地域枠定員

（※1）

R6貸与者数

（※2）

R5とR6の貸与

者数のうち多い

方の数
福岡県 5 5 5 5 5

0
0
0
0
0

計 5 5 5 5 5
（※1）臨時定員分のみご記入ください。
（※2）恒久定員の中で地域枠を実施している場合、恒久定員分の地域枠の人数も含めた修学資金の貸与実績をご記入ください。
※6都道府県未満の場合は、残りの欄は空欄でご提出ください。

１．大学が講ずる措置
１－１．地域枠学生の選抜

募集人数

うち臨時定員分

福岡県特別枠

推薦型選抜

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
5 5

有（選定） 外科、小児科、

産婦人科、救

急科、麻酔科、

総合診療

H22

合計 5 5

（※1）貴大学において作成した学生募集要項に記載の内容をご記入ください。

※空欄がある場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

②令和６年度に実施する地域枠学生(令和７年入学)の選抜について、下記をご記入ください。複数種類の選抜を行っている場合には、それぞれご記入ください。

また、参考としてPRのために作成した文書（リーフレット，ホームページ，テレビ，新聞，雑誌等）の写しをご提出ください。

募集人数

うち臨時定員分

福岡県特別枠

推薦型選抜

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
4 4

有（選定） 外科、小児科、

産婦人科、救

急科、麻酔科、

総合診療

H22

合計 4 4

※空欄がある場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

（診療科の選定

（推奨）がある場

合）その診療科

名

開始年度 備考

定員が充足されな

い場合は、前期一

般選抜にあわせて

追加募集を行う。

入試区分 選抜方法（※1） 出願要件（※1） 開始年度 備考

出願要件（※1）

①高等学校（中等教育学校の後期課

程を含む。以下同じ）を2024年３月

卒業見込みの者。および2023年３月

卒業者、2022年３月卒業者

②福岡県内の地域医療に貢献する明

確な意思を持つ者で、高等学校長が推

薦した専願者

※専願－合格の場合は、必ず入学する

ことを条件とする。

※本学医学部医学科学校推薦型選抜

（一般）Ａ日程、久留米大学特別枠

推薦型選抜との併願は可。ただし合格

はいずれか一つのみ

③福岡県が実施する奨学金制度（福

岡県地域医療医師奨学金）に応募す

る者

（診療科の選定

（推奨）がある場

合）その診療科

名

診療科の選定

の有無

（１）対象都道府県名及び増員希望人数

（２）修学資金の貸与を受けた地域枠学生の確保状況

（３）令和7年度地域の医師確保のための入学定員増について

入試区分 選抜方法（※1）

基礎学力テスト（英語・数学）

の合計点が満たした場合のみ総

合評価を行う段階選考とします。

なお、面接の評価が著しく低い場

合には、試験科目の結果に関わ

らず不合格となる場合がありま

す。

名称 選抜方式

大学が所在する都道府県

大学所在地以外の都道府県

計

定員が充足されな

い場合は、前期一

般選抜にあわせて

追加募集を行う。

名称 選抜方式

基礎学力テスト（英語・数学）

の合計点が満たした場合のみ総

合評価を行う段階選考とします。

なお、面接の評価が著しく低い場

合には、試験科目の結果に関わ

らず不合格となる場合がありま

す。

①高等学校（中等教育学校の後期課

程を含む。以下同じ）を2025年３月

卒業見込みの者。および2024年３月

卒業者、2023年３月卒業者

②福岡県内の地域医療に貢献する明

確な意思を持つ者で、高等学校長が推

薦した専願者

※専願－合格の場合は、必ず入学する

ことを条件とする。

※本学医学部医学科学校推薦型選抜

（一般）Ａ日程、久留米大学特別枠

推薦型選抜との併願は可。ただし合格

はいずれか一つのみ

③福岡県が実施する奨学金制度（福

岡県地域医療医師奨学金）に応募す

る者

診療科の選定

の有無

（※1）貴大学において、PRのために作成した文書（リーフレット，ホームページ，テレビ，新聞，雑誌等）に記載の内容（貴大学において作成予定の学生募集要項に記載予定の内容）をご記入ください。

①令和5年度に実施した地域枠学生(令和6年入学)の選抜について、下記をご記入ください。複数種類の選抜を行った場合には、それぞれご記入ください。また、参考として学生募集要項の写しをご提出ください。
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１－２．教育内容

②（過去に地域枠を設定したことがある場合）これまでの取組・実績を、3～5行程度で簡潔にご記入ください。

③上記①の教育内容（正規科目）について、講義・実習科目内容をご記入ください。また、参考としてシラバスの写しをご提出ください。

地域枠学生 その他の学生

1 施設体験学習Ⅰ 全員 必修 必修 実習 2.5

2 施設体験学習Ⅱ 全員 必修 必修 実習

66時

間40

分

4~6
クリニカル・クラーク

シップ
全員 必修 必修 実習

2590

時間

※空欄がある場合は、何も記入せずそのままにご提出ください。

④大学の正規科目以外で、提供する地域医療教育プログラムがあれば、その内容をご記入ください。

対象学年 プログラム名
対象者

（※1）

期間

（例：○週

間）

開始年度

3~5
地域医療サマー

スクール
全員 1泊2日 H25

（※1）対象者は、当該講義・実習を受講可能な学生を「地域枠学生」「全員」のうちから選択ください。
※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

⑤上記③④以外に、地域医療を担う医師の養成に関する取組等があれば、簡潔にご記入ください。（令和５年度以前から継続する取組を含む）（1～2行程度）

※空欄がある場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

２．都道府県等との連携

月額 総貸与額
大学の関与の

有無 (※1）

福岡県 4 新入生 100,000 7,200,000 × 有（選定）

外科、小児科、

産婦人科、救

急科、麻酔科、

総合診療

 (※1）診療科の限定または推奨がある場合は、備考欄に詳細をご記入ください。
※該当がない場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

②その他、都道府県と連携した取組があれば、簡潔にご記入ください。（例：在学中の学生に対する都道府県と連携した相談・指導、卒後のキャリアパス形成等に対する支援）（1～2行程度）

※空欄がある場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

３．その他

取組の名称

備考
診療科の選定

の有無

（診療科の選定

（推奨）がある場

合）

その診療科名
選抜時期

選抜方法

③地域枠入学

者であれば別

途選抜を実施

せず貸与

返還免除要件

 大学卒業後２年以内

に医師国家試験に合格

した後、速やかに医師免

許を取得し、奨学金の

貸与を受けた期間の1.5

倍の期間（通常は９年

間で、２年間の初期臨

床研修期間を含む）、

県内の病院および診療

所の外科、小児科、産

婦人科、救急科、麻酔

科および総合診療のい

ずれかでの勤務

 原則、福岡県が策定し

たキャリア形成プログラム

を適用すること。

 原則、福岡県が策定し

たキャリア形成卒前支援

プランを適用すること。

平成22年度から地域枠のよる増員を開始し、令和5年度までに44名の地域枠学生を

確保し、1年次から「地域医療学」などで日本の医療制度と筑後地区の医療を知り、医

師の責務を学び、施設体験学習（1・2年次）などで地域医療と地域包括ケアシステ

ムなどを学んでいる。確保した学生のうち臨床研修医（6名）と医師（12名）が福岡

県内の病院に勤務し、地域医療に貢献している。

（参考：記入例）

平成○年度から地域枠による増員を開始し、□□、■■などの取組を行っ

てきた。令和６年度までに△名の地域枠学生を確保し、そのうち▲名が現

在～～として地域医療に貢献している。

（参考：記入例）

1～2年次には、「○○」という科目を開講するとともに「△△」を必修化し、

～～を学んでいる。3～4年次には、××実習を行い、～～を学んでいる。ま

たキャリア支援として□□を実施している。令和７年度からは、■■を新たに

開始するなど、～～を図ることとしている。

本学アドミッションポリシーに「時代や社会、そして地域の多様なニーズに対応できる柔軟

性・積極性・向上心がある人」を掲げ、地域医療を担う人材の育成に取り組んでいる。

プログラムの概要（1～2行程度）

第3・4・5学年希望者に対し、夏休みを利用して本学16

の教育関連病院（うち県内は14病院）にて地域医療を

体験することができる。

貸与対象

貸与額　（例：200,000）

取組の名称 取組の概要（1～2行程度） 開始年度

福岡県医学会総会への参加
福岡県医師会に置かれた学会へ参加し、地域医療について学ぶこと

としている。
H22

へき地、離島救急医療学会への

参加

へき地や離島などでの地域医療の充実のため設立された学会研究会

で学生発表等を行うこととしている。
H22

九州地域医療教育研究会への参

加

九州地区各大学の地域医療担当者で組織された研究会に参加し、

地域医療を学ぶこととしている。
H22

H28

H21以前

アーリーエクスポージャーに位置づける1・2年次「施設体験学習」において県内医療・保

健・福祉および関連施設で体験実習を行い、4~6年次「クリニカル・クラークシップ」にお

いて臨床実習を行うことで、地域に必要とされる医師としての素養を深めている。いずれ

の科目も必修である。6年次では16病院（うち2病院は県外）の中から選択した1病

院で、4週間の臨床実習を行うこととしている。4~5年次では診療科によって教育関連

病院や市中病院での実習も行い地域医療を担う医師の養成を図っている。

取組の概要（1～2行程度） 開始年度

福岡県地域医療セミナー 地域医療専門家の講演やワークショップを開催している H28

対象学年 講義・実習名
対象者

（※1）

必修／選択の別 講義／実習の

別

単位

数

長崎県佐世保市にある離島宇久島における無料住民検診へ参加

し、地域医療を学ぶこととしている。
H22

なし

①地域枠学生が卒後に勤務することが見込まれる都道府県での地域医療実習など、地域医療を担う医師養成の観点からの教育内容の概要（令和７年度）について、5～6行程度で簡潔にご記入ください。

①都道府県が設定する奨学金について、以下をご記入ください。併せて、都道府県が厚生労働省に提出する予定の地域の医師確保等に関する計画及び「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（平成

元年法律第64号）第４条に規定する都道府県計画等に位置づけることを約束する文書を添付して下さい。

なお、複数の奨学金を設定している場合は、それぞれ記入ください。

１～２に記入したもの以外で、その他、地域の医師確保の観点から大学の今後の取組があれば、簡潔にご記入ください。（1～3行程度）

特に、都道府県からの奨学金の貸与を受ける者、地域枠入学者を確保するために貴大学で取り組まれていることや今後の取組み予定がありましたら、ご記入ください。

（※1）対象者は、当該講義・実習を受講可能な学生を「地域枠学生」「全員」のうちから選択ください。（地域枠学生の希望者のみの場合は、対象者を「地域枠学生」、必修／選択の別を「選択」とご記載ください。）

長崎県離島検診への参加

奨学金の設定

主体
貸与人数

県担当者と学生の面談 県担当者による進路相談および指導 H22

都道府県との連携

開始年度

H21以前
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１ 学生確保の見通し及び申請者としての取組状況 

① 学 生 確 保 の 見 通 し

ア 定 員 設 定 の 考 え 方

本 定 員 は 福 岡 県 内 で 医 師 が 不 足 す る 診 療 科 に お い て 従 事 す る 明 確 な 意 思

を 持 っ た 者 を 対 象 と し て 、平 成 ２ ２ 年 度 よ り 臨 時 的 な 入 学 定 員 ５ 名 を 設 定 し

て 学 生 の 選 抜 を 行 っ て き た 。

今 な お 福 岡 県 内 の 地 域 や 診 療 科 に よ っ て は 医 師 の 偏 在 が あ り 十 分 で は な

い こ と か ら 、 引 き 続 き 令 和 ６ 年 度 ま で 認 可 を 受 け た ５ 名 を 入 学 定 員 と す る 。 

イ 定 員 充 足 の 見 込 み 及 び 定 員 充 足 の 根 拠 と な る 客 観 的 な デ ー タ の 概 要

ま ず 、大 学 全 体 の 平 成 ２ ２ 年 度 以 降 の 志 願 状 況 を み る と 、志 願 者 数 は こ こ

数 年 減 少 傾 向 に あ る が 、 安 定 し て 2,000 人 以 上 の 志 願 者 を 確 保 し て い る 。

【 久 留 米 大 学 医 学 部 医 学 科 入 試 実 績 】

年 度 22 23 24 25 26 27 28  29 30 31 

志 願 者 数 1,634 1 ,510 1,680 1,848 2,203 2,245 2,138 2,188 2,364 2,917 

入 学 者 数 115 115 115 115 116 116 116  116 116 117 

R2 R3 R4 R5 R6 

3,387 3 ,110 2,468 2,095 2,3121 

116 116 116 116 116 

次 に 、今 回 の 地 域 枠・本 学 で は 福 岡 県 特 別 枠 入 試 と し て 実 施 し て き た 志 願

者 総 数 は 試 験 開 始 以 来 711 名 と な り 、 定 員 に 対 す る 平 均 倍 率 は 12.9 倍 と 高

い も の と な っ て い る 。 入 学 者 数 も 平 成 31 年 度 以 降 は 確 実 に 定 員 を 満 た す こ

と が で き て い る 。  

【 福 岡 県 特 別 枠 入 試 実 績 】

年 度 22 23 24 25 26 27 28 29  30 31 

志 願 者 数 105 30 20 18 34 41 36 64  59 55 

入 学 者 数  

(合 格 者 数 ) 
5 1 4 0 1 4 3 5 0 5 

2 3 4 5 6 計

92 76 49 32 55 766 

5 5 5 5 5 53 

当 初 は 、 一 般 選 抜 で の 選 抜 を 行 っ て お り 、 一 定 の 学 力 水 準 は 必 要 と し て い

た た め 、毎 年 の 受 験 者 の 学 力 差 に 影 響 さ れ 、確 実 な 確 保 に 至 っ て い な か っ た 。
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ま た 、 本 学 の 一 般 選 抜 の 受 験 生 の 特 徴 で も あ る 多 浪 生 の 受 験 が 多 い （ 平 成

31 年 度 入 試 ３ 浪 以 上 の 受 験 生 は 全 体 の 41.8％ 、合 格 者 は 40.2％ ）こ と も あ り 、

卒 業 後 の ９ 年 間 の 医 療 従 事 の 制 約 が 、 志 願 お よ び 入 学 の 意 思 決 定 を 迷 わ せ る

要 因 と な っ て い た も の と 考 え ら れ る 。  

そ こ で 、確 実 に 志 願 者・入 学 者 を 確 保 す る た め の 具 体 的 な 対 策 と し て 、選 抜

方 法 を 一 般 選 抜 か ら 推 薦 型 選 抜 に 変 更 し た 。志 願 者 は 高 校 評 定 平 均 ３ .８ 以 上

が あ る 高 校 の 推 薦 を 受 け た 優 秀 な ２ 浪 人 生 ま で と な り 、 他 の 推 薦 型 選 抜 と 同

じ 基 礎 学 力 試 験 を 受 験 す る こ と に よ り 、 合 格 者 に つ い て は 一 定 水 準 以 上 の 学

力 を 確 保 す る こ と に な っ た 。 さ ら に 、 令 和 ３ 年 度 か ら は 基 礎 学 力 試 験 の 基 準

を 満 た し た 場 合 の み 総 合 判 定 を 行 う ２ 段 階 選 考 と し 、 よ り 基 礎 的 な 学 力 の 水

準 が 確 保 さ れ た 。 面 接 試 験 結 果 も 重 要 視 し 、 福 岡 県 地 域 枠 に つ い て の 理 解 や

本 人 の 意 思 を 確 認 す る こ と が で き て い る 。 ま た 、 令 和 ４ 年 度 か ら は 福 岡 県 に

対 す る 同 意 書 も 出 願 時 の 必 要 書 類 と し た 。 令 和 ６ 年 度 か ら は 、 基 礎 学 力 試 験

で 学 力 は 測 れ る こ と か ら 、出 願 資 格 の 高 校 評 定 平 均 ３ .８ 以 上 を 撤 廃 し た こ と

に よ り 出 願 も 増 加 し て お り 、 よ り よ い 学 生 確 保 に つ な が っ て い る 。

な お 、推 薦 型 選 抜 で 定 員 を 充 足 で き な か っ た 場 合 に 備 え 、一 般 選 抜 に お い て

追 加 募 集 を 行 う こ と と し 、 別 枠 で の 受 験 生 の 確 保 を 図 る こ と と し て い る 。  

【 推 薦 型 選 抜 実 績 】

〇 一 般 定 員 10 名 （ 平 成 27 年 度 は 7 名 ）

年 度 27 28 29 30 31 R2 R3 R4 R5 R6 

志 願 者 数 88 90 90 128 104 134 138 81 68 125 

入 学 者 数  

(合 格 者 数 ) 
7 10 10 10 10 10 10 10 9 8 

〇 地 域 枠 （ 大 学 独 自 枠 ） 定 員 20 名 （ 平 成 27 年 度 ま で 15 名 ）

年 度 27 28 29 30 31 R2 R3 R4 R5 R6 

志 願 者 数 96 83 82 116 93 164 174 117 107 173 

入 学 者 数  

(合 格 者 数 ) 
15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 

② 学 生 確 保 に 向 け た 具 体 的 な 取 組 状 況

本 学 ア ド ミ ッ シ ョ ン 委 員 会 で 策 定 さ れ た 入 学 者 の 受 入 れ に 係 る 基 本 方 針

の も と 、医 学 科 ア ド ミ ッ シ ョ ン 検 討 委 員 会 に お い て 入 学 者 受 入 れ の 具 体 的 方

法 や 広 報 活 動 を 審 議 し 決 定 し て い る 。 具 体 的 取 組 は 以 下 の も の が あ げ ら れ

る 。

・ ホ ー ム ペ ー ジ や 広 報 誌 で の 入 試 情 報 等 の 公 開

本 学 ホ ー ム ペ ー ジ に て 入 試 に 関 す る 情 報 や イ ベ ン ト 情 報 な ど を 網 羅 し 、

受 験 生 や 一 般 の 方 が 利 用 し や す い よ う 作 成 ・ 公 開 を 行 っ て い る 。  

ま た 、 予 備 校 な ど の 進 学 情 報 誌 に 情 報 を 掲 載 し 、 情 報 を 公 開 し て い る 。 
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・ 県 内 の 高 校 や 予 備 校 へ の 訪 問 活 動

各 校 の 進 路 担 当 教 員 を 訪 問 し 、 入 試 概 要 に つ い て 説 明 を 行 っ て い る 。

・ オ ー プ ン キ ャ ン パ ス の 開 催

毎 年 ７ 月 に １ 回 、開 催 し て い る 。入 試 概 要 の 説 明 、模 擬 講 義 、在 学 生 に

よ る 学 生 生 活 紹 介 や 入 試 合 格 体 験 談 の 発 表 、個 別 相 談 、キ ャ ン パ ス ツ ア ー 、

ク リ ニ カ ル ス キ ル 体 験 な ど の プ ロ グ ラ ム を 催 し 、実 際 に 本 学 を 体 感 し て 一

層 興 味 を 深 め て も ら う 機 会 と し て い る 。

2020 年 度 は オ ン ラ イ ン の み 、 2021 年 度 は 対 面 及 び オ ン ラ イ ン で 、 2022

～ 23 年 度 は 対 面 及 び オ ン ラ イ ン で 開 催 し た 。  

ま た 、 学 園 祭 開 催 時 に 学 生 主 の 入 試 説 明 会 も 実 施 し て い る 。

・ 進 学 相 談 会 へ の 参 加

予 備 校 や 企 業 が 主 催 す る 進 学 説 明 会 に 教 職 協 同 で 取 組 ん で お り 、 積 極

的 に 参 加 し 、受 験 生 や 保 護 者 へ 入 試 に つ い て の 説 明 を 行 う と と も に 、質 問

事 項 に つ い て ア ド バ イ ス を 行 っ て い る 。  

・ 大 学 見 学 の 受 入 れ

高 校 や 中 学 か ら の 学 校 単 位 で の 大 学 見 学 を 随 時 受 入 れ 、 講 義 体 験 、 施

設 見 学 、 ク リ ニ カ ル ス キ ル 体 験 な ど の プ ロ グ ラ ム を 実 施 し 、 本 学 の 魅 力

を 紹 介 し て い る 。  

年 度 27 28 29 30 31 R2 R3  R4 R5 R6 

オープンキャンパス

参 加 者 人 数
313 287 365 343 231 85 71  123 220 356 

進 学 相 談 会  

参 加 回 数

（資料参加含む） 

28 33 28 39 38 18 18  19 18 25 
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審査意見への対応 

（是正事項） 

１．大学全体において、大学設置基準第 10 条に定める基幹教員数を満たして

いないため、適切に改めること。 

（対応） 

大学全体としての基幹教員数を改めて精査した結果、令和６年５月１日時点

で、医学部医学科の基幹教員 21 名が教務委員会及び関連部会等の委員となっ

ていたが、申請時に基幹教員としての計上に誤りがあったため、当該教員 21

名を基幹教員として計上し、大学設置基準第 10 条に定める基幹教員数を満た

すよう改めた。 
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